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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北市勲君） これより、本日の会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第１ 会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定によ

り、議長において、２番五十嵐議員、４番竹村議員

を指名いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第２ 諸般の報告であり

ます。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（栗山滋之君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

獅畑議員が欠席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ これより一般質問

を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、子育て支援について、２、市民

の交通手段の確保について、議席番号７番、伊藤議

員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 通告に基づき、

一般質問しますので、答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

 大綱１、子育て支援について、①、保育所の現状

と保育士の確保についてであります。今現在も保育

園の待機児童問題が数多く取り上げられ、社会問題

になっております。国のほうでも2017年度末に待機

児童ゼロを目標に整備していましたが、働く女性の

増加などにより保育の需要が高まり、受け皿整備が

追いつかなかったことから、2020年度末に新たな計

画を策定する考えを示しました。その大きな要因が

保育士不足であり、各自治体でも苦慮しているとこ

ろだと思われます。北海道内の各自治体でも１歳児

から２歳児の保育需要が増加し、その対応として道

も本年度保育士の資格を持ちながら現場を離れた潜

在保育士の就業支援に取り組むことが新聞報道され

ておりました。それによりますと、2015年度の道内

の資格保有者は約５万7,000人で、このうち常勤保

育士は約１万1,000人で、潜在保育士は約４万6,000

人いるということであります。そのため、待機児童

対策として潜在保育士が保育所に勤める際に係る引

っ越しや研修、必要な物品購入費用など最大40万円

まで貸し付け、札幌市を除く道内で２年間勤務すれ

ば返還を免除するということであります。補助制度

は、６月から募集を開始とのことで新聞報道されて

おりました。子育て世代が待機児童問題などによ

り、それが原因で子供を産み育てることに不安を感

じ、ますます少子化が進むのではと危惧していると

ころであります。現在赤平市でも子育て支援の充実

を目指し、さまざまな取り組みを行っています。昨

年度は、出生者数も上がり、人口減少対策にも効果

が出始めていると思われます。また、今年度からは

新たに支援策として第２子の保育料の無料化、特定

不妊治療、一般不妊治療費助成などを初めとし、人

口減少対策に、そして少子化対策に取り組んでいま

す。今後もさらなる効果を期待しているところであ

ります。そこで、昨年の12月にも保育園について質

問をしていますが、その後半年が過ぎ、新年度を迎

えたことから、改めて保育園の現状についてお伺い

します。昨年の文京保育所の児童数が86名、保育士

が19名、若葉保育所の児童数が29名、保育士が９名

でした。その中で職員の配置基準及び面積基準など

により、特定年齢の児童に限り入所しづらい状況と

保育士の確保、勤務時間などについて大変苦慮して

いるとのことでした。今現在の文京保育所、若葉保

育所のそれぞれの児童数及び保育士の人数が何名な

のかを教えていただきたいと思いますので、答弁よ

ろしくお願いしたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 保育所の現状と保
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育士の確保についてお答えいたします。 

 近年、全国的に子供を保育所に入れたくてもあき

がなく、入所することができない待機児童が大きな

問題となっており、これに伴い各自治体は待機児童

解消のため、保育士確保などのさまざまな対応を行

っております。国においては、保育所の新規開設や

入所定員の拡充、道においては保育士の資格を有し

ていながら働いていない潜在保育士に対する補助制

度等創設を検討しているようですが、過去の例では

当市のような公立保育所では適用とならない補助制

度もございました。国及び道の各種制度が当市でも

活用できるかなどの詳細は不明でありますが、今後

活用できる制度があれば取り入れていきたいと考え

ております。 

 さて、新年度が始まり現在の市内保育所の児童数

等の状況についてでございますが、文京保育所は定

員75名に対して78人の子供が入所しており、職員数

は17人であります。また、若葉保育所は定員45人に

対して26人の子供が入所し、職員数は９名でありま

す。昨年12月時点に比べ、両保育所とも若干でござ

いますが、子供の人数が減少している状況でござい

ます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの質問

から答弁をいただきまして、今年度の文京保育所の

児童数が78名、保育士が17名、若葉保育所の児童数

が26名、保育士が９名とのことで、昨年の12月より

児童数が文京で８名、若葉で３名とトータルで11名

減っています。しかし、文京保育所では保育士が２

名減っております。受け入れる児童の年齢と配置基

準により、受け入れが厳しい状況ではないのかと思

います。当然のことながら国、道の職員の配置基

準、面積基準は満たしているとは思いますが、基準

はあくまでも８時間勤務で月曜日から金曜日までの

週５日の勤務体制でのことで最低限のラインである

と思っております。赤平市では、朝７時から夜７時

までの12時間の開所時間で土曜日も開所していま

す。支援が必要な児童に対しての加配、延長保育、

一時保育など職員は勤務時間を調整しながら一生懸

命頑張って対応しているとは思いますが、保育士の

勤務時間に無理がないのか、保育の安全や保育の質

が低下していないか危惧しているところですが、現

状はどのようになっているのか、答弁をお願いいた

します。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 保育士不足が叫ば

れている中、昨年12月と比較しますと残念ながら文

京保育所では保育士が２名減となっております。両

保育所とも保育士の人数は国の基準を満たしており

ますが、特別に支援が必要な子供に対する加配措

置、午後７時までの時間外保育や一時的保育、土曜

日開所の対応のほか、保育記録を記載したり、各種

行事の事前準備、保護者や関係機関への連絡事項を

作成したりする時間を含めますと、今の人数では足

りている状況ではなく、ほぼ全ての職員が勤務時間

を工夫しながら対応しているところでございます。

現場の各保育士は、保育の質が低下しないように、

さらには事故が発生しないように細心の注意を払い

ながら取り組んでおりますので、ご理解いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきましたが、今の人数では足りている状況では

ない、またほぼ全ての職員が勤務時間を工夫しなが

ら対応しているとのことですが、時間外勤務での対

応であれば、はっきりと言って足りていないという

ことだと思います。このような状態で職員が欠勤し

たり、夏季休暇あるいは研修会などがあった場合、

対応できないのではないかと思いますが、いかがで

しょうか。 

 私なりに調べましたところ、５月19日現在、赤平

市全体のゼロ歳児から５歳児の人数は255人いると

聞いております。現時点では、赤平幼稚園に通われ

ている３歳児から５歳児までは54名で、文京保育

所、若葉保育所に通われているゼロ歳児から５歳児

までは104名おります。あと97名ほどのお子さんが
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赤平幼稚園、保育所に通われていない、そういうこ

とになっています。また、保育所でしか受け入れて

いないゼロ歳児から２歳児については122名おり、

そのうち保育所に通われているお子さんが32名で、

まだ90名ほどの潜在的なお子さんが赤平市におられ

ます。今年度中には、育児休業明けなどにより６名

から８名の入所希望が予想されているとも聞いてお

ります。また、文京保育所の保育士の方が７月まで

に１名退職されるという話も聞いておりますが、今

後入所希望される児童があった場合、文京保育所、

若葉保育所で職員の配置基準、面積基準の範囲でゼ

ロ歳児の受け入れや１、２歳児の受け入れなど対応

できるのでしょうか。今の状態だと待機児童が出る

のではないかと考えますが、今現在ゼロ歳児は何人

受け入れが可能なのか、そしてこの状況をどう認識

しているのか、答弁をお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 同じ保育所の職員

が同時期に休暇を取得したり研修会に出席したりし

て極端に職員の不足が生じた場合には、他の保育所

の職員を一時的に派遣し、子供の安全が確保できる

ように対応をしております。就学前の子供たちが利

用できる施設としては、市内には文京、若葉両保育

所のほかに赤平幼稚園がございますが、ゼロ歳児か

ら２歳児までに限りますと、保育所しか利用するこ

とができません。先ごろまで開催しておりました住

民懇談会でもご説明しておりますように、平成28年

の出生者数は前年より10人以上増加しており、この

中にも母親の育児休業終了に伴い、保育所利用を希

望する方から担当係へ相談が寄せられております。

国の基準に基づいた場合、保育士１人でゼロ歳児を

３人までしか担当することが認められておりませ

ん。現在ゼロ歳児は、両保育所ともそれぞれ担当保

育士が２人で４人の子供が入所していることから、

今後のゼロ歳児の受け入れ人数は各１人または２人

の見込みでございます。仮に今後も出生者数が増加

したことによる入所希望の方や転入世帯からの入所

希望が寄せられた場合、そう遠くない時期に当市に

おいても待機児童が生じる可能性は否定できないと

ころまで来ていると考えております。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきましたが、母親の育児休業からの職場復帰に

伴い、保育所利用を希望する方から担当係に相談が

寄せられていると、またそう遠くない時期に待機児

童が生じる可能性は否定できないということです

ね。ゼロ歳児の受け入れが各保育所で１人か２人と

いうことであれば、最大で４人しか受け入れること

ができないことになります。この先、年内で育児休

業明けにより６名から８名の入所希望が予想されて

いると聞いております。その方たちが全員入所希望

された場合、受け入れができないということであれ

ば仕事をやめなくてはならなくなる親も出てくるこ

とになります。そのことにより、生活に支障が出て

きますし、今後安心して子供を産み育てることがで

きなくなります。また、職場復帰ができないことに

より、企業側も困ることになると思います。人口減

少対策として、今年度から新たに始めた保育料第２

子の無料化、特定不妊治療、一般不妊治療費の助成

などで赤平市に移住、定住してもらう施策のはず

が、待機児童が出ては逆に赤平から近隣に移住して

しまう可能性まで出てしまうと思います。早急に対

策をとらなくてはならないと思いますが、認定こど

も園ができるまでの間、文京保育所と若葉保育所を

統合させ、ゼロ歳児から２歳児までを若葉保育所で

預かり、３歳児から５歳児までを文京保育所に預か

るようにして職員の配置基準をクリアできないか、

待機児童が出ないようにする対策を何か検討してい

るのでしょうか。 

 また、待機児童問題の大きな要因は保育士不足で

あり、昨年の12月にも質問していますが、保育士の

待遇改善については、市全体の職員の配置計画や待

遇をどのように対応することがよいのか検討してい

きたいと答弁もいただいております。それぞれの事

情はあると思いますが、ことしに入ってから２人の

退職者があり、そのうちの１人は違うところに正職
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員として採用されております。ほかにも正職員とし

て違うところに採用され、退職するという話を聞い

ています。近隣の自治体でも年度途中での正職員採

用を行うなど、今後も保育士の流出が考えられま

す。現在文京保育所と若葉保育所で職員の内訳は、

正職員９名、臨時職員17名で、この臨時職員17名の

うち、16名が保育士の有資格者だと聞いておりま

す。保育士不足が問題になっている中でまず臨時職

員の待遇改善をしていかなければ保育士がますます

退職してしまうのではないでしょうか。保育士不足

であり、募集しているが、応募者がいないとの答弁

をいただいておりますが、なぜ応募者がいないの

か、なぜ今いる職員が退職してしまうのかを改めて

検討していくべきだと思いますが、どのように考え

ているのでしょうか、答弁をお願いします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 保育所の入所希望

者全員を受け入れるためには、どのような方法が可

能なのかは絶えず検討をしております。議員のご質

問の中にもありますように、両保育所を統合し、年

齢別で使用する保育所を分ける方法のほか、例えば

１カ所に統合し、緊急的に建物をプレハブ等で増築

することが制度上可能なのかどうかなどの検討をい

たしましたが、いずれも一長一短があり、結論を得

るまでには至っておりません。 

 また、保育士を募集しても応募がない理由につい

てでございますが、現役の学生は札幌や旭川などの

道内のみならず、本州の採用条件がよいところを希

望する人がいるということや保育士として勤務して

いた方が自身の結婚や出産などで退職し、再度働き

たいと思い、現在の保育現場を見学したところ、以

前とのギャップを感じ、再就職を諦めたという話も

伺ってございます。現在働いている保育士のうち、

臨時職員の占める割合が約３分の２であることか

ら、これ以上の保育士減を避けるためには、何がで

きるのかを市全体の職員配置計画や待遇を検討する

中で考えてまいりたいと存じますので、ご理解いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきましたけれども、保育士を募集しても応募が

ないと、その理由を述べられていますが、保育士問

題が問題になっている中で臨時職員で募集しても応

募者はなかなかいないのではないかなと思います。

現に臨時職員でいた方が正職員採用ということで退

職されております。また、もう一人正職員として採

用になるため、退職されるとも聞いています。今現

在働いている保育士26名が今月中に25名になる計算

になります。まだ臨時職員が16名いることになりま

すが、今働いている保育士が退職しないように待遇

改善を真剣に検討していかなくては今いる保育士に

かかる負担だけではなく、保育の質の低下や事故な

どの心配、さらには待機児童問題も出てくると思い

ます。赤平市の総合戦略で子育て支援の充実をうた

っています。昨年の12月の質問で待機児童が出ない

ように努めてまいりますと答弁をもらっています

が、待機児童が出るようでは地方創生総合戦略にお

いての移住、定住政策、子育て支援は無意味なもの

になってしまうのではないかと思っております。ぜ

ひとも保育士の臨時職員の待遇改善をしていただき

たいと思っております。この間、私自身危機感を持

って保育所問題については取り上げてきましたが、

昨年の12月から改善されるどころか、現状は前回よ

りも悪くなっているような気がします。改善に向け

市としても取り組んでいただきたいと思いますし、

今後も私自身もこの問題については議会の中で取り

上げていきたいと思っていますので、市長のおっし

ゃっているスピーディーな対応をお願いしたいと思

います。以上でこの質問を終わらさせていただきま

す。 

 続きまして、②、認定こども園設立の考え方につ

いてであります。先ほどの質問でも触れているとこ

ろもあると思いますが、答弁のほどよろしくお願い

いたします。赤平市では、人口減少対策として地方

創生総合戦略において、さまざまな政策を行ってい

ます。また、人口減少率も効果が出始めているとも
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思われます。当然のことながら子育て支援も行って

いるわけですから、若い世代の方々が赤平に移住、

定住してくれる、安心して子供を産み育てられる環

境がなくてはならないと思っております。赤平市の

公共施設等総合管理計画により、赤平市立小中学校

適正配置計画で赤間小学校跡に認定こども園の移行

計画がありますが、その計画でいくと統合小学校が

平成34年で、その後ということであれば早くても平

成36年ぐらいになると思われます。先ほどの保育園

の現状と今後のことを考えるとき、認定こども園を

前倒しで建設するのかを早急に検討しなければなら

ないと思います。昨年の12月に保育園の質問をした

ときには、認定こども園ができるまで待機児童の出

ることのないように努めていきたいと答弁されてい

ますが、７年ぐらい後のことになると思います。今

現在でも赤平市では、約100人の子供が幼稚園、保

育所に入園、入所されておりません。今後も人口減

少対策、子育て支援など切れ目のない政策をしてい

く中でゼロ歳児から５歳児の受け皿である施設の整

備が必要であると考えております。公共施設等総合

管理計画があるのはわかりますが、優先順位を見直

す必要があるのではないかと思います。保育士の確

保もなかなか難しい状態で赤平市では保育園の面積

基準なども問題になることもあります。待機児童を

出さないためにも統合小学校ができた後ではなく、

先に認定こども園を建てるべきだと思いますが、ど

う考えておられますか、答弁よろしくお願いいたし

ます。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 認定こども園設立

の考え方についてお答えをいたします。 

 市では、住民懇談会などの場を通じて赤平市小中

学校適正配置計画の変更について説明を行い、検討

を重ねているところであります。現在の予定では、

平成34年度から統合小学校へ移行となる見込みで、

認定こども園の開設はその後に対応する計画でござ

います。待機児童を出さないためにも認定こども園

の建設を早急に検討してはどうかというご質問であ

りますが、そのためには公共施設等総合管理計画の

見直しが必要でございます。この計画は、市内にあ

る公共施設の今後の活用方法に関するもので、１カ

所の施設の活用方法を変更する場合、これに付随し

て他の公共施設の活用方法もあわせて検討しなけれ

ばなりません。また、仮に認定こども園の建設を前

倒しした場合、建設場所や施設の規模、財源など多

くのことをあわせて考えていかなければならないと

存じます。今後の赤平市のまちづくりを考えたとき

に統合小学校と認定こども園、それぞれの建設時

期、必要な財源、さらには市民の意見を聞きながら

よりよい方策を検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解いただきますようお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で赤平市小中学校適正配置計画の変更について説明

を行い検討を重ねている、認定こども園の開設につ

いてはその後に対応する計画であると言われまし

た。また、今後の赤平市のまちづくりを考えたと

き、統合小学校と認定こども園、それぞれの建設時

期、必要な財源、さらには市民の意見を聞きながら

よい方策を検討していきたいとのことですが、もう

既に具体的な検討を始めているのか。されているの

であれば、その中で学校教育と社会福祉課と今現在

の保育所事情と今後のこども園について協議はした

のか、また関係各所と協議をして認定こども園につ

いてはあくまでも統合小学校の後ということで話が

進んでいるのか、答弁をお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 統合小学校と認定

こども園、それぞれの建設時期や場所等に関する具

体的な検討はまだ行っておりません。なお、今後具

体的な検討を始める場合には、学校教育課と社会福

祉課だけで見通しを立てるのではなく、各小学校や

幼稚園、両保育所の現状確認のほか、子育て環境や

移住、定住政策も含め関係各課で幅広い観点から対

応する必要があると考えております。いずれにいた
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しましても、公共施設等総合管理計画や赤平市小中

学校適正配置計画にも関係してまいりますが、認定

こども園については早急に関係各課で検討してまい

りたいと存じますので、ご理解いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

の中で具体的な検討を始める場合には、学校教育課

と社会福祉課だけで見通しを立てるのではなく、各

小学校や幼稚園、両保育所の現状確認のほか、子育

て環境や移住、定住政策も含め、関係各課で幅広い

観点から対応する必要があると考えております、認

定こども園については、早急に関係各課で検討して

いきたいということの答弁だと思いますが、今の現

状では保育所はそう遠くない時期に待機児童が生じ

る可能性があると先ほどの保育園の質問でも答弁さ

れております。赤平市の子育て世代はもとより、赤

平市子育て世代の移住希望者がいて保育所に入所希

望をされた場合、受け入れが難しいということであ

れば、移住、定住政策、子育て環境整備などの観点

からも早急な対応をしていきたいということではな

く、しなくてはならないと私は思っております。公

共施設等総合管理計画があり、政策はほかにもあり

ますが、子育て世代の受け皿である保育所の現状を

考えたとき、何を先にやるべきか優先順位を考えて

検討していただきたいと思います。これでこの質問

は終わらさせていただきます。 

 続きまして、大綱２、市民の交通手段の確保につ

いて、①、今後の公共交通対策についてでありま

す。現在北海道では、ＪＲで単独での維持困難な路

線について廃線またはバスへの転換や上下分離方式

などを提案し、各沿線の関係自治体などと協議して

いるところであります。また、赤字バス路線の補助

金の引き下げ問題も撤回にはなりましたが、2019年

度以降に再検討することと報道されておりました。

このように地方公共交通事業の維持については課題

があり、人口密度が低いほど公共交通の利用者が少

ないことにより、不採算路線になったりして減便や

路線の廃止などにつながり課題となっております。

しかし、公共交通を利用しなくてはならない方もた

くさんいます。今この現状を各自治体では大きな問

題として取り上げているところでもあります。ま

た、移動空白地域、移動困難者の増加により交通手

段の確保について、公共交通の利用方法、活用方法

を検討している自治体もあります。そのような中で

赤平市での現状はというと、利便性の悪い地域に住

んでいる方は移動手段として自家用車を利用してい

る方もいますが、交通弱者と言われる方々や高齢化

が進み、車の運転に自信がないという方は移動手段

としてタクシーなどを利用されていると思われま

す。住んでいる地域によっては、バスを利用するこ

とが多くなるのですが、朝９時からは１時間に１本

の割合が多く、不便を感じているため、タクシーを

利用している人もいます。ですが、タクシーは便利

だけれども、頻繁には乗れないとおっしゃっている

方もいます。私以前タクシーの運転手として勤務し

ていたときに、あるお年寄りが道路で手を挙げら

れ、タクシーをとめて乗せようとしたとき、バスに

乗りおくれ１時間待たないとならないため、歩いた

のはいいが、もう歩けないので、200円分乗せてほ

しいと言われたことがありました。赤平市には、公

共交通のほか生協バスもありますが、生協バスは生

協に行くときは乗車できますが、途中下車はできま

せん。バスに乗りたくてもバスの待ち時間が長いと

か、バス停までの距離が遠く、歩いてバス停に行く

ことも難しいなど、移動空白地域及び移動困難者が

増加しております。赤平市の高齢化率も高くなって

いく中で、バス停から距離のある地域に住んでいる

方々の交通手段を何とか確保できないか行政と民間

企業などで協力してデマンド交通的なもので対応で

きないかをお伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 今後の公共交通対策につ

いてお答えさせていただきます。 

 過疎化が進む自治体にとりまして、生活の足の確

保が課題になっており、特に高齢者の移動手段の確
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保は、高齢化社会に対応する大きな問題となってき

ております。このような中、近隣の自治体では乗合

タクシーやデマンドバスを走らせて地域における生

活の足を確保しているという地域もございます。当

市におきましては、市内の地域を結ぶ民間バスや鉄

道が確保されている中、民間事業者によります買い

物バスも運行されており、ある一定程度の交通手段

の確保という意味では、充足されていると認識して

ございます。今後は、地域のニーズに合った交通体

系の確立が重要と考えており、今ある交通手段の持

続に向けて自治体と事業者と住民が協働して役割を

果たし、分担することが重要と考えておりますの

で、ご理解賜りますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきましたが、ある程度の交通手段は確保されて

いると言われておりますが、幹線道路から離れてい

る地域に住んでいる方は、まだ大勢いらっしゃいま

す。昨年の市民との議員懇談会でもある地域住民か

ら利便性の悪さについて意見が出ておりました。ま

た、利便性が悪いため、外出する機会が減っている

ことや買い物に行きたいがなかなか行けないなど不

便を感じているという意見もありました。赤平市の

高齢化率は45％を超えています。先日の報道にあっ

たとおり、この数字は管内でも上位の数字であり、

ますます高齢化率は上昇する傾向にあると思いま

す。高齢者や移動困難者のニーズに応えるために

も、デマンド交通やその他の交通手段について、再

度検討していただきたいと思います。 

 以上をもって私の質問を終わらさせていただきま

す。 

〇議長（北市勲君） 質問順序２、１、マイナンバ

ーについて、２、高齢者定住施策について、３、炭

鉱遺産の継承と活用について、議席番号１番、木村

議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 本日共謀罪が参議

院の法務委員会の採決を省略されて、本会議で採決

がされました。憲法と議会制民主主義をないがしろ

にする安倍政権の暴挙であると強く厳しく抗議をし

たいと思います。 

 それでは、質問のほうに入りたいと思います。大

綱１、マイナンバーについて、①、運用状況につい

てお聞きします。マイナンバー制度が平成28年１月

１日に施行されてからもうすぐ１年半が経過します

が、現在どのようになっているのか。国は、便利に

なることを強調し、マイナンバーカードを取得する

ことを進めておりますが、いまだに番号通知カード

さえ届かない方がいるなど施行の前提が崩れている

のではないでしょうか。市民の方々からは、施行前

には不安の声や取り扱いについての質問が多く寄せ

られ、私も平成27年９月議会、12月議会と一般質問

で取り上げました。そして、現在そういった声はほ

とんど聞かれなくなりましたが、同時に便利になっ

たとか、マイナンバーカードがあってよかったとい

う声は、もちろん聞こえてきておりません。赤平市

ホームページを見ますと、番号通知カードの受け取

りをされていない方へというページがあり、再発行

扱いとなることから手数料がかかることを注意して

います。そこで、お聞きします。今現在番号通知カ

ードを受け取っていない方の人数とマイナンバーカ

ードを取得されている人数、そして窓口業務などで

マイナンバーを示さなくても行政サービスを受ける

のに問題はないのか、マイナンバーに関する市民の

方々とのトラブルなどはないかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） マイナンバーカー

ドの運用状況につきましてお答えを申し上げます。 

 番号通知カードにつきましては、平成27年10月に

6,341件送付しておりまして、ホームページや広報

によりまして周知させていただいておりますけれど

も、現在未交付となっているものが41件となってお

ります。マイナンバーカードの交付の状況につきま

しては、３月８日現在で1,095枚の交付となってご

ざいまして、マイナンバーカードの交付が開始され

ました平成28年１月の１日現在の人口対比で9.9％

と管内でも高い交付率となってございます。なお、
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通知カードの再発行件数は昨年実績で110件ござい

まして、マイナンバーカードの再発行件数は２件と

なってございます。このように紛失された方も多く

なってきてございまして、高齢者にあっては年金証

書と一緒に保管しておくなど、改めて管理の方法等

周知してまいりたいと考えているところでございま

す。また、必要な添付書類が削減されますなど行政

手続が簡素化されますことから、通知カード等でご

確認の上、申請書等に記載いただいておりますけれ

ども、マイナンバー制度導入直後の混乱を回避する

観点などを考慮いたしまして、申請書等にマイナン

バーの記載がない場合でも受理することといたして

おりまして、私ども申請書を受け取る側でご本人の

確認をさせていただいた上で申請書等に記載させて

いただいておりまして、これまで特にトラブル等の

発生はございません。よろしくご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 まだ41件の方が未

交付の状態であるということです。持っていない方

もいるということは確認されました。また、マイナ

ンバーカードの交付状況は1,095枚ということで管

内でも高い交付率、9.9％ということでしたが、逆

に言えばこれ９割の方が必要としていないというふ

うに言えるのだと思います。やはりほとんど普及し

ていないというのが現状ではないでしょうか。加え

て通知カードの再発行、またマイナンバーカードの

再発行も既に起きていると今答弁にありました。高

齢者の方々への管理方法、周知、今言っていただい

たように徹底していただきたいと思います。 

 そして、市役所内の窓口業務においては、マイナ

ンバー記載がなくても支障がないということが改め

て確認できたと思います。私は、この制度が施行さ

れる前から指摘をしてきましたが、現在においても

対応は変わっておらず、トラブルなどもないという

ことが確認できました。引き続き市民目線に立った

対応を続けていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。②、安全管理体制について

お伺いをします。よくも悪くも市民の方々から声が

なくなってきましたこのマイナンバーですが、新聞

などを見ますと、マイナンバー流出、また個人情報

漏えいといった見出しがしばしば見受けられます。

幾ら国民が必要性を感じていなくとも国が進めてい

る制度であっても、市民の方々からすれば自分以外

から番号が漏れるなどはあってはならない個人情報

ではないでしょうか。先月来相次いで報道されまし

たマイナンバー関連の記事は、今年度から市道民税

特別徴収税額の決定通知書、これに従業員のマイナ

ンバーを記載し、事業者宛てに送付することが始ま

った、このことによるものです。道内でも札幌市、

恵庭市、江別市、帯広市、東神楽町、また近隣では

芦別市、奈井江町、これらの自治体で計26人分、内

容は誤記載、誤配送とそれぞれありましたが、いず

れにしても個人情報の安全管理が悪かったというこ

とになり、通知書の回収、謝罪、そして番号も希望

があれば変更するということです。３市１町で８名

の方が番号変更をしたとありました。そこで、お伺

いをします。赤平市においての事業所件数は何件あ

り、今現在同じような事例は起きていないのか。ま

た、各自治体においても十分注意を払って行った上

で起きていることだとは思いますが、赤平市ではど

のような対応が望ましいと考え行ったのか、税務課

長にお聞きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 税務課長。 

〇税務課長（田村裕明君） マイナンバー記載に伴

う市税業務の安全管理体制についてお答えいたしま

す。 

 特別徴収義務者となる事業所に送付する市道民税

の税額決定通知書に個人番号を記載することにつき

ましては、個人情報の漏えいにつながる懸念や各事

業所の安全管理体制に対する不安など運用上の問題

点について、さまざまな議論がなされていることは

承知をしておりました。当市におきましても、リス

クを十分認識した上でこれらを回避するための方策

について、個人番号の不記載も含めた対応を検討し

てまいりましたが、地方税法において総務省の省令
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様式を使用することが義務づけられており、法令遵

守の立場から、国の方針どおり個人番号を記載する

ことを決定したものでございます。その後、当該通

知書の発送までの過程においては、どのようにすれ

ば人為的ミスを防ぐことができるか内部での検討を

重ね、情報漏えいにつながり得る要因への対策を講

じた上で作業を慎重に進めてまいりました。まず、

書類の記載内容の誤りに起因するものを防ぐための

対策、次に封筒の宛名と内容物が異なる封入ミスを

防ぐ対策、さらに事業所に送付された通知書が担当

者以外の目に触れてはいけないということがござい

ますので、各事業所における正確な担当部署の把握

に努め、最後に誤配送の防止対策として住所の確認

を再度行いました。また、万が一異なった事業所へ

配送された場合に備え、心当たりのない場合は開封

せずにそのまま郵便局に返送してもらるようお願い

するステッカーを封筒に直接張りつける措置も施し

ました。送付方法でございますが、書留にすること

が安全上の優位性があることは承知しております

が、１件につき300円以上の送料の上積みが必要な

ことと郵便事業の配送システムにおける信頼性など

を考慮した上で、普通郵便での発送を540件の事業

所に対して行いました。そのほかに市外の事業所の

うち、重量物となる２件につきましては宅配業者に

よる対応とし、さらに市内の重量物となる34件の事

業所につきましては税務課職員による直接配送を行

ったところでございます。また、これまでに記載ミ

スや配送事故などの報告はございませんので、今回

に限っては正常に送付できたものと考えておりま

す。しかし、今日までに個人情報の漏えいにつなが

りかねない報道が複数されていることは、現状にお

いてこの制度に大きなリスクを含んでいることを再

認識することとなりました。同じ思いを持っている

自治体も多いのではないかと考えております。当市

といたしましては、今後も現行の枠組みの中ででき

得る限りの努力を継続し、他の自治体とこの問題に

ついての意見交換を積極的に行いながら安全対策に

ついてさらに考えてまいります。 

 以上、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 リスクを十分認識

し、不記載も含め検討はしたが、法令に基づき行っ

たと。その様式というのがきょう持ってきませんで

したけれども、マイナンバー記載欄というのが１枚

目にあるのです。そこに法令どおり記載をしたとい

うことでした。しかし、答弁にあったように、記載

や封入、配送、またステッカーを張って注意喚起な

ど、当然誤りがないか何重にもチェックした上で、

中には直接届けたというものもあったということで

すが、他自治体では書留などということもやってい

ましたけれども、今おっしゃったように書留では追

跡が可能になるだけで、実際内容間違っていたら今

言った540の事業所掛ける300円以上という経費をか

けても番号漏えいは防げないという考えだったので

はないかと思います。新聞報道でも書留で送ったと

ころで間違って届いたというケース報道はされてい

るから、それは明らかだと思います。今回赤平市で

誤記載、誤配送、そういった報告はないということ

でしたけれども、では通知が届いた各事業所のほう

なのですが、届いた先のほうでは適正管理をされて

いるのかということが問題になると思います。そこ

でお聞きをしますが、540件の事業所があり、各事

業所に正確な担当部署の把握を努めると先ほどおっ

しゃっておりましたが、全ての事業所で安全管理体

制、これができていると行政側で確認がとれている

のでしょうか、税務課長。 

〇議長（北市勲君） 税務課長。 

〇税務課長（田村裕明君） お答えいたします。 

 マイナンバー法において特別徴収義務者は、個人

番号の取り扱いについて漏えい防止など必要な安全

管理措置を講ずるとなっておりますことから、各事

業所においては、これに基づき安全措置が適切に講

じられているものと認識しており、また当該事案に

つきましてもそうした前提のもとで実施したもので

ございますが、実態につきましては把握はいたして
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おりません。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 そうなのです。法

律上は、その事業所が自身で講じる安全対策だか

ら、それ前提だから、行政側は実態把握する必要が

ないということになります。自治体は、その指導監

督の義務もないということなのです。つまり市民の

大切な個人情報を郵送して届けるところまでミスが

なければいいということになるのです。しかし、市

民の方にはマイナンバー、自分の番号を事業所に教

えていない方や、さっきもありましたが、受け取っ

ていなくて知らない方もいるわけです。そういう方

々はどうなるかというと、行政側から事業所側に番

号を教えたということになるのです。法令上問題な

いとされていましても、そこで間違ったりなんだり

すると、当然これは行政側の責任もあるのではない

かと。これ極めて届ける先のことはわからないとい

うのは、法令上問題はなくても無責任なのではない

かなというふうに思います。さらには、事業所の特

別徴収事務そのものにマイナンバー、これ自身が不

要だという声もあります。新聞記事にも載っていま

したけれども、マイナンバーの記載自体必要ないの

ではないかということが先日新聞で載っておりまし

た。今回は、現時点で事故はないということです

が、今後の運営については、状況を見ながらやっぱ

り最初不記載も含めて検討されたということですか

ら、再度検討をしていただきたいというふうに申し

上げたいと思います。 

 次の質問に移ります。③、今後の運用についてお

伺いします。このように市民の方々にとってはほと

んど利用価値がなく、市職員にとっても先ほどもあ

りましたが、大変業務負担が大きいと言えるこのマ

イナンバー制度なのですけれども、各種情報へのひ

もづけが拡大されるごとにこういった情報漏えいの

心配が絶えません。政府は、来月から情報提供ネッ

トワークシステムの本格運用を開始し、来年からは

預貯金口座へのひもづけやマイナンバーカードを健

康保険証として利用可能にすることなど医療分野に

も範囲を広げる、そういった段階的な運用を拡大し

ていく方針であります。番号通知カードも受け取っ

ていない方、また目が見えない方などへの対応とい

うのが進んでいない中でやっぱり自治体行政でさら

にさまざまなこういった努力、また負担が生じてく

るのではないかと懸念するところです。ここでお伺

いをしますが、今述べたような国の方針というの

は、具体的に行政のほうにしっかり通知をされてい

るのか、また赤平市として今後の運用をどう考えて

いるのか、総務課長に聞きたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 今後の運用についてお答

えをさせていただきます。 

 マイナンバーの実施に関しては、北海道総合政策

部より総務省等からの制度の改正や実施に向けての

総合運用テスト等の情報を含め、逐次メール等で連

絡を受けております。現時点では、情報連携等の試

行運用が７月、本格運用が10月と想定されていると

ころでありますが、制度が複雑であり、対応に苦慮

しているところでございます。今後の運用につきま

しては、国で示すスケジュールに基づき、進めてい

かなければならないものと考えておりますが、運用

に向けた対応としまして、情報連携開始に向けて取

り扱いに関しては厳しい安全管理措置が義務づけら

れており、自治体にとってマイナンバーの保護管理

は重要は課題でありますので、総務省の地方公共団

体における情報セキュリティポリシーに関するガイ

ドライン等を基本に専門業者へマイナンバー安全管

理措置対応情報セキュリティ対策支援を委託してお

り、安全措置マニュアルの作成、職員研修を行い、

職員の情報セキュリティ意識の向上を図ってまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 制度が複雑で苦慮

しているという答弁でした。国のスケジュールは、

今言ったところは、７月から10月におくれている

と。メールなどで連絡は来ているということでした
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けれども、いずれにしても今後もこういった安全管

理、セキュリティの強化、職員研修など業務負担と

いうのが業務が簡素化される以上に重くのしかかっ

てきているというのが実態なのではないかと思いま

す。市民の方々や市内の事業者にも安全管理するこ

とを促しながら運用をしていかなければならない

と。先ほど税務課長もできるだけ努力をしていくと

答弁されておりましたが、マイナンバーの不記載に

ついて名古屋市、また仙台市では、この通知書のと

きに不記載を決定し、送付をされています。そうい

う事例があります。これ自治体の判断、市長の判断

で番号情報の漏えい、こういったリスクが大きく減

っている、また職員の負担も当然軽くなっていると

いうことにつながっていると思います。改めて来年

度から不記載にするおつもりはありませんか。市

長、どうでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） ただいまマイナンバーの不

記載を選択してはどうかというご質問でございます

けれども、先ほども税務課長の答弁でも申し上げま

したけれども、マイナンバーの記載は国の法律に基

づくものでございまして、市は法令遵守の立場で行

政を進めておりますので、今回は国の方針どおり決

定したことをご理解いただきたいと思います。しか

しながら、先ごろの報道などでもありましたよう

に、大変リスクの大きい部分を含んでいることも十

分承知しておりますので、情報漏えい等の事故が起

きないよう市で取り扱う事務に関しましては、最大

の努力をしていきたいと考えてございます。また、

ご質問の事業所側の安全管理体制につきましては、

確かに市は指導管理する立場にありませんので、実

態把握については困難ですし、また法的にも責任を

求められているものではありませんけれども、大変

重要な課題であるというふうに認識をしているとこ

ろでございます。今後全道の市長会あるいは全国の

市長会などの場で情報交換を行いながら、国に対し

てはさまざまな機会に適切な安全管理をさらに進め

ていくことを要望していきたいというふうに考えて

おりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 なかなかここで即

答というのは難しいとは思います。ただ、法令遵守

をして一方では無責任な対応になってしまうのでは

ないかという懸念はやっぱり拭えないと思うので

す。市長会とか他自治体の動きを見てからでは、事

故が起こってからは遅いということにもなると思い

ます。現状その法令を遵守するということですけれ

ども、実際にはそれを不記載にしている自治体があ

るということで、地方自治体というのはそもそも国

の下請機関ではありませんので、その自治体、自治

体での裁量でできるからやっているのだと思いま

す。そういった市民の大切な情報を扱う市役所のト

ップとして責任ある判断をしていただきたいと。本

当にさっき言いましたけれども、事故が起きてから

は遅いので、不記載の決定をぜひ検討していただき

たいというふうに重ねて申し上げたいと思います。 

 次の質問に移ります。大綱の２、高齢者定住施策

についてお伺いをします。①、市内高齢者の生活の

現状について。市内には、独居や高齢者のみの世帯

が多く、自立した生活が困難になり、高齢者施設へ

の入所を希望する方がふえる状況が続いています。

介護保険法が改定され、特養は重度の方のみが対象

とされたことから、入所待機者は数字上今それほど

ふえていないのかもしれませんが、実際には少しの

支援があれば自立した生活が続けられるような高齢

者の方々が数多く存在していると思います。赤平市

しごと・ひと・まち創生総合戦略でサービスつき高

齢者向け住宅、いわゆるサ高住の整備があります

が、進んでいないのが現状です。昨年11月、総合戦

略の効果検証の報告の際、サ高住の整備について課

題として、市内において有料老人ホームの増床や他

の施設においても増床計画があることやサ高住につ

いても従事者の確保が厳しいことが挙げられており

ました。近隣市にあるサ高住においても入居費用が

高額なことから、年金のみで生活している高齢者の
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方々では、入居できる方が限られるなどの実態もあ

らわれています。ここで問題になってくるのは、低

年金の方あるいは生活保護の方がこうなった場合ど

うやって生活をしていくのかということだと思いま

す。現在高齢者世帯の実態と施設全般の状況につい

てどうなっているのか、また低年金、生活保護を受

給されている方は入居できる状況になっているの

か、介護健康推進課長にお伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） お答えいたし

ます。 

 ６月１日現在、市内では世帯構成員が65歳以上で

独居並びに高齢者のみ世帯の数は2,906世帯あり、

全世帯数の約48％を占めている状況にあります。在

宅での生活に不安や不便を抱えた高齢者が市内の高

齢者施設に入所申し込みをしており、各施設におき

ましては、入所待ちの待機者を多く抱えている状況

にあり、特別養護老人ホームでは２施設合わせて

102名、認知症対応のグループホーム３施設で21

名、軽費老人ホームでは49名の待機者を抱えている

状況にあります。また、低所得者の入所につきまし

ては、介護保険が適用される施設や軽費老人ホーム

にありましては所得額に応じた自己負担となり、低

所得者や生活保護受給者でも入所可能となっていま

すが、特養を例に挙げますと介護度が３以上の重度

の方が対象となることから、それ以外の方々は原則

入所できないため、軽費老人ホームや有料老人ホー

ムなどが入所選択の対象となりますが、有料老人ホ

ームやサービスつき高齢者向け住宅では入所費用が

所得段階による軽減などがないため、ある程度の収

入や預金がなければ入所が困難な状況にあります。

なお、生活保護受給者の有料老人ホームの入所につ

きましては、保護費による負担を行い入所可能とな

っていますが、生活保護基準ぎりぎりの年金収入な

どで生活をされている方々は費用負担が困難で入所

ができない方も多数いるものと思っています。これ

らの方々が末永く安心した生活を赤平で続けていた

だくための支援制度が現状ではないため、今後の大

きな課題と考えているところであります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 48％ですから、約

半数の世帯が高齢者のみの世帯になっているという

現状。特養などへの入所待機者は、要介護３以上の

方に限定されてもなお減っていないということは今

確認できたと思います。有料老人ホームについて

は、生活保護受給者の方は、入所可能だということ

だと思いますが、低年金の方というのは、やはり費

用負担が困難で入所を諦めている方も多数いるので

はないかと。このような状態でサ高住の整備をして

も市内の方が実際に入所できるのかというところが

大変疑問だと思います。サ高住の整備が進まない理

由にあった有料老人ホームの増床について、現状そ

ちらも待機者が出ているのか見に行きましたとこ

ろ、先日視察いたしましたが、59室のうち17室あい

ている状況だというふうにおっしゃっておりまし

た。つまり要支援、要介護１、２の方、特養などか

らは対象外とされ、老人ホーム、サ高住などには費

用負担できないと入れない、まさに自分で何とかし

なさいと締め出されたような状態だと思います。今

答弁の最後にありましたが、まさにこういった方々

のための支援制度必要だと私も思います。 

 次の質問に移ります。高齢者が生きがいを持って

安心して生活できるプラチナ社会の形成についてお

伺いします。今言ったことが課題ですけれども、赤

平市しごと・ひと・まち創生総合戦略では４つの基

本計画、目標があり、それぞれ進んでいるもの、進

んでいないものがあります。とりわけ歩みが遅いの

がこの高齢者対策と言わなければなりません。健康

づくり教室の開催など、介護健康推進課や地域包括

支援センターでは、日々努力をされている部分もあ

ると思います。介護予防などの総合事業への移行も

あり、健康寿命を延ばす取り組みや在宅医療の連

携、要支援、軽度の要介護の方への取り組みは、評

価されると思います。しかし、それでも高齢者施設

に入る方というのは出てくるのです。やはり高齢者
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の方々の住環境、ここの整備や支援がなければ安心

して生活はできないのではないでしょうか。総合戦

略では、ＣＣＲＣ構想、民間賃貸住宅家賃助成事

業、おためし暮らしなど高齢者の住環境に対して、

市外や都市部からの転入者や元気な高齢者の方々を

ターゲットにしたものが多く、今いる赤平市の高齢

者の方が安心して暮らせていけるような施策は少な

いと思います。そこで、お伺いをします。以前質問

しましたおためし暮らしの集合住宅などへの拡充と

市内の高齢者の冬期間などの生活支援の場としての

活用、これについてどのように考えているのか。ま

た、人口流出を防ぐ手だてとして、総合戦略の施策

の追加として、例えば年金等の収入状況により段階

を設け入居費用の一部を助成するなど、低所得者対

策を盛り込むことなどはできないのかお伺いをした

い、企画課長にお願いします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 高齢者が生きがいを持っ

て安心して生活できるプラチナ社会の形成について

お答えいたします。 

 おためし暮らし住宅につきましては、赤平市に移

住を検討している方を対象に一定期間市内での生活

を体験していただき、赤平への移住促進を図ること

を目的といたしまして、平成22年度から事業を開始

してございます。おためし暮らし住宅の拡充につき

ましては、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略

に位置づけられておりまして、現在医師住宅１戸の

みの活用となってございますため、抽選によって体

験をお断りするケースもございまして、今後は医療

施設やスーパー、飲食店など利便性のよい市街地と

自然を満喫できる郊外との２地域における活用可能

な家屋を検討するほか、商店街振興対策協議会など

とも連携を図りながら複数組が利用できるような施

設等も考慮いたしまして、おためし暮らし住宅の軒

数をふやしてまいりたいと考えてございます。 

 市内の高齢者の冬期間における生活支援について

でございますが、近年雪崩等によります集落孤立の

問題が社会的に大きく取り上げられ、冬期居住等に

関します施策の必要性について関心が高まっており

ます。高齢者が住みなれた土地に住み続けるに当た

り、冬の生活や雪処理に対する不安を解消いたしま

して、安心、安全な暮らしを確保するため、冬期の

期間のみの公的施設等への移住や豪雪時に一時的に

避難居住することを想定いたしました検討がされて

きてございます。赤平市におきましても、地域に暮

らす高齢者の冬期生活を支える民生委員の方やエリ

アサポーター、ボランティアの方々の負担、労力も

大変大きくなってきてございます。総合的な対応策

も検討しなけければならないものというふうに考え

てございます。おためし暮らし住宅とあわせまして

高齢者の冬期間の生活支援についても検討してまい

りたいと考えてございます。 

 入居費用の助成制度の総合戦略施設への追加につ

いてでございますが、多機能集約型の地域づくりの

中のサービスつき高齢者向け住宅整備の事業の中で

ございますけれども、入所者の負担軽減を図るため

の助成制度創設を予定するといたしまして盛り込ま

れてございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 おためし暮らしに

ついては、検討段階ではあるのでしょうけれども、

冬期生活支援についての活用についても若干前向き

な答弁をいただけたのではないかと思います。た

だ、入居費用については、確かに総合戦略のサ高住

の整備の中で建設費の助成というのが入所の負担を

軽減するためにということで言及をされています。

それでも建設計画がないのが現状です。介護報酬な

どでも賃金に反映されていないということがあるよ

うに、これ建設費を助成しても実際に入居費用が軽

減されるかというのは、ちょっとわからない問題で

もあると思います。何よりいつ建設されるかわから

ない現状でご理解いただきたいといっても市民の方

は待ってはいただけないのではないかと思います。

改めて現状を改善していかなければいけないという

ふうに私は思います。低所得者の方を含め、施設入
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所希望の相談の状況など、介護健康推進課ではどの

ように把握しているのでしょうか。人口流出などは

とめられておりますか。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 私どもにござ

います地域包括支援センターには、相談に訪れるご

高齢の方には少ない年金でやりくりをしながら在宅

の生活を頑張っていらっしゃる、そういった方々の

相談に乗る機会もたくさんございます。年齢が進

み、年々在宅での生活が厳しくなってきて施設への

入所を希望されている方も結構いらっしゃる状況は

あろうかとは思いますが、介護度や入所待機者がた

くさんいるということの中ではなかなか希望すると

ころに入所することができないこともあります。特

養などへの入所が難しい方や有料老人ホームにあき

があっても、入所費用が最低でも月10万円程度かか

るということでございますので、その中で負担が難

しいということで入所を諦めまして、泣く泣くお子

さんのいる他市町村へ転出されてしまうという方も

現実としてはいらっしゃいます。また、相談に当た

る地域包括支援センターの職員もそのような現実に

直面するとむなしさにさいなまれることもあるよう

です。そのような高齢の方々が本人が望んでいる赤

平での暮らしを末永く続けていただくための支援制

度は、他市からの人を呼び込むことも大変重要なこ

ととは思いますが、赤平からの流出を逆に防ぐとい

うことも大変重要なことと考えますので、ぜひ必要

と思っております。高齢者の支援を行っています私

ども介護健康推進課の立場としましては、新たな支

援制度を総合戦略などに追加で盛り込んでいただい

た中でそういった対応していくことが非常に重要で

あると、そのように感じているところでもございま

す。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 やっぱりこの赤平

市に住み続けたくても、施設にあきがあっても費用

負担が難しいと転出している方もいるということで

す。何とかそういう状況を改善したいと現場で相談

を受けている方は思っているのではないでしょう

か。こうした実際に相対している包括支援センター

の意見なども取り込んで計画を見直す必要があると

思います。そして、あきがある施設があるのであれ

ば、それを利用できるようにしていくことも地域振

興につながるのではないかと思います。そういった

制度があって入所希望の方が安心して入所できると

なれば、サ高住の整備も進むのではないかと思いま

す。総合戦略は、人口減少対策です。人口流出にも

しっかりと歯どめをかけて、今住んでいる赤平市の

方が生活をしっかりケアしてこそ効果が期待できる

ものだと思います。第６期赤平市高齢者保健福祉計

画、また介護保険事業計画というものは平成29年度

までとなっており、30年度に向けてことし見直され

ると思います。そちらもあわせて、ぜひそういった

関係各課で協議をする場を設けて施策の推進という

のをしていただきたいというふうに申し上げます。 

 次の質問に移ります。大綱３です。炭鉱遺産の継

承と活用について、①、基本構想について、ア、当

面５カ年の方向性についてお伺いをします。赤平市

しごと・ひと・まち創生総合戦略において、継承と

活用と施策名がつけられ進められております炭鉱遺

産活用基本構想が策定されたとして、６月の広報に

載りました。４月と５月の計４回の市民説明会の意

見を参考に炭鉱遺産活用検討協議会で策定されたと

なっております。当初の構想では、総額17億6,263

万円、そこからスポーツゾーン、多目的ゾーン、モ

ニュメントゾーン、遊びのゾーンなどの整備を取り

やめ、３億7,242万に大幅に減額をしたものです。

しかし、私も５月16日の委員会で指摘をしました

が、新聞報道や広報の括弧内にあるように、重要文

化財に指定された後には８億8,321万円の長期的改

修、耐震関係費用というものは全くなくなったわけ

ではありません。実際総額は12億5,563万円という

ことになり、決して将来への不安がなくなったとは

言えないと思います。住民説明会では、数々の意見

や質問に対して、立坑の保存とガイダンス施設だけ
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はやらせてほしい、決して無理はしていかないと一

貫して主張をされておりました。そこで、お伺いし

ます。市民の方々の不安はどういうものだと認識を

し、構想を策定したのか。取りやめたスポーツゾー

ンなども炭鉱跡地活用ゾーンとして図面上は残って

いることから、明確に断念をされたのか。また、当

面５カ年の緊急的改修、ガイダンス施設の建設、立

坑ゾーンや坑口浴場ゾーンなどについて、市民の理

解が得られたとするならその根拠はどういうものか

お伺いをします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 当面５カ年の方向性につ

いてお答え申し上げます。 

 ことしの３月から４月に合計４回の市民説明会を

行った結果、市民の皆様からいただいたご意見とし

ては、立坑やぐら、坑口浴場、ガイダンス施設など

の立坑とその周辺の保存、継承と活用については理

解するが、周りのスポーツゾーン、遊びのゾーンな

どの総額５億100万円をかけて立坑周辺に整備しな

ければならないものなのかということが総体的なご

意見だったというふうに考えているところでござい

ます。ゾーニング・将来イメージ図、これらをガイ

ドラインといたしまして位置づけており、スポーツ

ゾーン等は炭鉱跡地活用ゾーンといたしまして一括

した名称で記載してございますけれども、炭鉱遺産

活用基本構想からは明確に削除してございますの

で、改めてご確認いただければというふうに思いま

す。 

 次に、市民の理解についてでございますけれど

も、３月から４月にかけて実施した市民説明会と５

月から６月にかけまして実施いたしました住民懇談

会の中で修正した基本構想について、市民の皆様に

ご説明させていただきました。説明会の中で頂戴し

たご意見と炭鉱遺産活用検討協議会の考え方など今

回の行政としての判断に対する数値的な根拠づけは

できてございません。しかし、赤平市しごと・ひと

・まち創生総合戦略の中で重点施策としての位置づ

けでございますとか、炭鉱遺産活用検討協議会のご

意見、市民説明会の意見を総合的に判断いたしまし

て、今回基本構想を修正したところでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 各ゾーンは、明確

に削除したということが改めて確認できました。根

拠については、数値的な根拠はないがと、検討協議

会の考えなどと説明会とほぼ同じ答弁でした。結局

交付金がついたからやめられない、無償譲渡を受け

たからやめられない、こういうことではないかと思

います。市長、交付金に飛びついてしまったとか、

6,000万ならやめるつもりだったが、１億2,000万つ

いたので中止できないといったことを発言されてお

りました。市長の発言ですから、市長にお聞きした

いのですが、結局交付金、無償譲渡、こういったこ

とがやめられない理由ではないですか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 市民説明会の中における発

言でございますけれども、厳しい財政状況の中で財

源確保に奔走しておりましたこともありまして、私

の発言にて誤解を生じさせてしまったことに対しま

しては、率直におわびを申し上げたいと存じますけ

れども、決して議会や市民の皆様方を軽視したもの

ではなく、旧住友小学校に保存している貴重な炭鉱

資料の展示、そして保存先としても活用を考えてお

りますガイダンス施設の建設につきましては、全国

レベルの狭き門をくぐり抜け赤平市の先駆性が認め

られ、高い評価を得たということを強調した発言で

ございますので、ご理解を賜りたいというふうに思

います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 国から高い評価を

得たということを強調したということですけれど

も、確かに賛成の方いることは事実なので、それは

否定しません。でも、それでも多くの方が将来への

財政的な不安から、やっぱり声を上げているのだと

思うのです。決して市長の発言を誤解しているので

はないと思います。多くの市民からは高い評価をさ

れていることはないということは、住民説明会で感
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じませんでしたでしょうか。実際には、国のほうば

かり向いている、市民のことを考えていない、こう

いった声も出ていたのではないでしょうか。それで

も、今やめることができない理由について明確な否

定というものはありませんでした。国に顔向けでき

ないということが大事なやめられない理由だという

ふうに私は思います。 

 次の質問に移ります。長期的改修と重要文化財登

録についてお聞きします。今回の基本構想ではっき

りしないのがこの長期的改修、耐震関係の部分で

す。重要文化財の指定を目指すと断言しているのに

少なくとも６年以上はかかるから、今すぐにかかる

費用ではない。現時点での試算であり、指定された

際には事業費が大きく変動することが予想されると

注意書きがあります。先ほど言いました委員会で平

成21年に重要文化財登録された福岡県糟屋郡志免町

の立坑やぐら保存整備事業についての議論を示し、

指摘をしました。見守り保存の方針だったが、重要

文化財指定を受け、長期的改修、耐震工事をするこ

とになり、その事業費が説明不足だなどとして議決

を得られないでいるということです。市長は、見守

り保存も含めて検討し、無理なことはしないと説明

会で答えておられましたが、実際には重要文化財に

なったら見守り保存はあり得ないのではないでしょ

うか。ここに一つ矛盾があると思います。また、指

定されれば文化庁の指定業者が工事の積算を行うと

いうことになれば、一般的には今より多額の費用が

かかるのではないかと想像ができます。そこで、お

伺いします。赤平市の立坑やぐらは、構造的に見守

り保存できるものなのか。また、文化庁指定業者と

はどのぐらいあり、北海道内にもあるのか。実際に

重要文化財になったところは、どのぐらい費用が変

化したのか調査をされているのかお聞きします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 長期的改修と重要文化財

指定についてお答え申し上げます。 

 立坑やぐら自体につきましては、表面的なさび等

は見られますけれども、構造物としての構造的な強

度等は問題なく、長期間にわたってその存在を保つ

ことが可能と考えてございます。なお、防食防さび

塗装等、鉄骨の劣化をとめるメンテナンス措置を施

していけばさらに長期にわたって保存することが可

能であると考えてございます。 

 文化庁指定業者についてでございますけれども、 

公益財団法人文化財構造物保存技術協会の基準を満

たした指定事業者が施工を行うこととなります。例

としてでございますけれども、伝統的木造建築につ

いては、文化財建造物木工技能認定などの基準がご

ざいますけれども、立坑やぐらのような近代建築に

ついては詳細は明らかではございません。実際に重

要文化財になった建物などで当初の改修見込み額と

実際の改修見込み額でどのくらいの差が発生してい

るかということについては、公開された情報がな

く、具体的には把握してございません。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 見守り保存が可能

かどうかということは、ちょっと明確な答弁ありま

せんでした。私も調べましたが、北海道に指定業者

というのはちょっと見当たりませんでした。防食塗

装等で鉄骨の劣化をとめるメンテナンス処置、長期

保存が可能という答弁がありましたが、再度お聞き

します。鉄骨の建設物、建造物は、倒壊の危険性が

高いと思われますが、未来永劫防食塗装だけで保存

できるのか。また、今週月曜日の住民懇談会で企画

課長、重要文化財指定には最低５年かかる、長期的

改修についてはそのとき議会において誤りのない判

断をしてほしい、こう答弁されました。行政側にも

不安視する声があるのではないかと私は受け取りま

したが、これからの将来を担う市職員の声などは聞

いているのでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 先ほども申し上げました

けれども、構造物としての構造的な強度等は問題な

く、長期にわたってその存在を保つことが可能と考

えられることから、耐震補強等の大規模改修、これ

は長期的改修になりますけれども、これまでは行わ
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ない、いわゆる見守り保存、これは可能であるとい

うふうに考えているところでございます。炭鉱遺産

活用基本構想につきましては、関連する各課の職員

と理事者におきまして議論、検討したところでござ

います。それぞれの職員個別の意見につきましては

答弁を差し控えたいと存じますが、さまざまな意見

がございました。その議論の結果、最終的な意思統

一を図りまして、このたびの炭鉱遺産活用基本構想

となったところでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 長期間にわたって

耐震補強等、大規模改修まで行わなくとも見守り保

存はできるという答弁でした。これ極めて重要な答

弁だと思います。今までは、重要文化財になれば多

額の費用がかかると言ってきました。志免町も今そ

ういう議論になっております。結局赤平市でもそう

いう議論がやはりされるのではないかと私は思いま

す。問題を先送りしているだけだと思います。まし

て赤平市の立坑は、中に入って見学をするわけです

から、見守り保存ではないと思います。見守り保存

というのは、お金をかけないで入れないようにし

て、朽ちていくのを見ることだと思います。また、

今市職員の意思統一ができているということをおっ

しゃいましたけれども、私はそうは思いません。将

来の心配している職員というのは、決して少なくな

く、多くいると感じております。市長に聞いてほし

いのですけれども、今文科省のことや国会でもいろ

いろやっておりますが、前事務次官がやめてから記

者会見したなどと言っておりますけれども、職員は

やっぱり言わないのではなくて言えないのだと思う

のです。それが現職中に逆らうようなことというの

は、なかなかそう捉えられるようなことは言えない

のは当然だと思います、組織ですから。だからこ

そ、そういった気持ちを酌み取っていかなければい

けないのではないかと私は思います。それができな

ければ市民の気持ちもわからないのではないかと思

います。このことだけは言っておきたい、そう思い

ます。 

 次の質問に移ります。②の地域再生計画について

お伺いをします。ア、作成の経過についてお聞きし

ます。５月16日に委員会に提出されました地域再生

計画ですが、地方創生拠点整備交付金の申請の時点

で作成され、国に提出したものだということです。

住民説明会で市民の方が内閣府のホームページにあ

ったとして取り上げ、質問をされていましたこの計

画、私も内容は交付金内示後に知りました。なぜこ

の計画が５月16日まで議会に明らかにされていなか

ったのか。その理由は、ガイダンス施設が地元特産

品を販売し、入場料を徴収し、施設の維持管理費に

充当することや年間7,000人から9,000人の観光客数

を見ていて、大学教授が十分上回る集客が見込まれ

ると言っている、根拠にもならない理由で立てられ

たＫＰＩなど、あたかもこの施設で雇用創出し、収

益を得ることが目的であるかのような内容だったか

らではないかと私は思います。委員会では、ガイダ

ンス施設単発で効果を上げるものでなければ、交付

金の対象にならなかったため、こういった計画にな

ったという答弁がありました。もちろん市民合意の

もとで立てられた計画でないことは言うまでもあり

ません。ここでお伺いをします。どのくらいの期間

をかけてつくられた計画で、いつでき上がり、今ま

でなぜ市議会に提出をされなかったのでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 作成の経過についてお答

えいたします。 

 ご承知のとおり、今般の地域再生計画につきまし

ては、地方創生拠点整備交付金に伴うものでありま

すことから、双方記載内容は同様でございまして、

ほぼ同時に作成作業を進めた経過がございます。地

域再生計画につきましては、本提出後も内閣府より

軽微な指摘もございまして、現在の地域再生計画の

形となったのは１月19日でございます。 

 また、どのくらいの期間をかけてつくられたのか

ということでございますけれども、本格的な作業と

いうことであれば、１カ月程度と理解してございま

す。 
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 もう一点、なぜ市議会に報告がなかったのかとい

うことでございますけれども、作成作業が非常にタ

イトなスケジュールの中で行われまして、また内閣

府等の指摘等もあり、修正を繰り返しながらの作業

となってしまったため、市議会に報告するタイミン

グを逸してしまったというのが正直なところでござ

います。あわせて地域再生計画認定後、事後報告と

なりますが、５月の常任委員会まで報告をしなかっ

たことについては、率直におわび申し上げたいと思

います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 上砂川町の炭鉱館

を視察した際、上砂川町の企画課の方も正直タイト

なスケジュールでなかなか市民合意まで取りつける

のは難しかったと同じような答弁されておりまし

た。国の制度にまず大きな問題があると思います。

交付金を餌に競わせるトップランナー方式のような

やり方で住んでいる市民のことなど全く気にもとめ

ない、こういったやり方だと思います。そして、そ

の交付金を得るために市民、議会に報告せず、交付

金がついたからと進めるというやり方、これは決し

て肯定されるものではないということを申し上げた

いと思います。大阪府阪南市では、交付金がついた

地域再生計画を見直すと言って出馬した市長が当選

し、今市民的な合意を得るべく再検討がされていま

す。決して国に顔向けができないといったことでは

ないと思います。市長、考え直す、見直すことを考

えませんか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 今般の地域再生計画につき

ましては、地方創生拠点整備交付金、つまりガイダ

ンス施設を効果的に運営していくための計画でもあ

ります。したがいまして、これまでのガイダンス施

設建設における市議会での議決などの経過を踏まえ

まして、現行の計画のとおり進めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。しかし、今後運営方針

など細部につきましては、計画を進めていく段階で

そのときの状況に応じて柔軟に対応してまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 これ議決の経過と

いっても議決には全く関係ないのです。内容が示さ

れていなかったわけです。見直さない理由にはなら

ないと思います。阪南市の例では、内閣府は交付金

を返せということは言っておりません。市民の合意

のあるものをできるのを待つというふうに委員会で

言っておりました。それでもこの計画は変えないと

いう今答弁ですが、結局これ市民が何を言ってもだ

めなのだと、諦めてしまうのではないかと私はすご

く心配になります。見直さないと言ったこの国に高

い評価を得たという中身について、次の質問でやっ

ていきたいと思います。 

 イのガイダンス施設についてお伺いをします。決

して市民の大多数が認めたと言えないこのガイダン

ス施設ですけれども、この計画は自立性が先導的で

あると認められる理由にあります。しかし、住民説

明会ではガイダンス施設の入場料は数百円を考えて

いると答えたことから、私は入場料500円としても

維持管理費約1,000万の半分にも満たないのではな

いかと委員会で質問しました。すると、ガイダンス

施設の入場料は無料と考えており、ガイダンス料を

取ると答えられました。しかし、ガイダンス料につ

いて明確な答弁というのは、そのときはありません

でした。上砂川町の炭鉱館に視察に行き、入場料は

大人100円、子供50円を取っていたが、平成28年か

らは取っていないということを聞きました。現実に

はこうなっていくのではないか、見直すべきではな

いかと質問をしてもガイダンスは交付金もつき、予

算も議決されていることが大前提で、この計画も認

定されているので、平成30年度から目標に向かって

進めていくと答弁されました。確かに議決されまし

た。交付金もつきました。しかし、その根拠となる

べきこの計画は、市民の方々も市議会も知りません

でした。国だけにいいことを並べて交付金をもらっ

て、後からこういうものでしたと出してきたという
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ことになり、そこでお聞きします。ガイダンス料は

幾らとして、雇用は何名つくる、維持管理費用はど

うなる見込みか、自立性があるのかないのか、お答

えください。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 地域再生計画について、

ガイダンス施設についてお答え申し上げます。 

 ガイダンス料につきましては、検討段階ではござ

いますけれども、大人１人当たり1,000円以内を想

定してございます。 

 また、雇用についてでございますが、正職員１

名、臨時嘱託職員１名、地域おこし協力隊１名、こ

のほかガイド活動、市民団体への一部業務委託等の

体制を考えてございます。これに伴います維持管理

費でございますが、地域おこし協力隊の活用により

まして、３年間人件費、活動費の特別交付税の措置

が得られると考えてございまして、したがいまして

人件費を含めた維持管理費の合計は、当初想定の

1,000万円を下回る金額を予想してございます。 

 自立性についてでございますけれども、一般的に

公共の社会教育施設に関しましては、人件費を含め

た維持管理費について、入場料等の収入で賄うこと

ができているケースというのは、ほとんどございま

せん。これは、経済性のみの観点ではなく、教育や

歴史、文化といったものについて、守り、残し、市

内外の方に活用していくという至上主義ではない社

会教育施設としての存在意義にほかならないもので

あると考えてございます。このガイダンス施設でご

ざいますが、赤平市の炭鉱遺産の価値や歴史、文化

財としての存在について広く知ってもらい、市民に

とっては歴史の保存、継承を、市外の方につきまし

ては赤平市の魅力をＰＲする施設として交流人口の

増加や経済効果など直接的、間接的な波及効果をも

たらすものと考えてございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 今まで取っていな

かったガイダンス料を今度は1,000円以内で取ると

いうことです。そして、ガイダンス施設の入場料は

やっぱり無料と。これで本当に人がリピーターが来

て、毎年7,000名から9,000名来るのかということで

す。私は、正直ちょっと期待できないのではないか

と思います。職員、正職員１名、臨時嘱託職員で１

名、地域おこし協力隊１名。確かに協力隊は交付税

措置ありますが、この地域再生計画の中にはどこに

も書いていないわけですよね、協力隊のことは。雇

用創出をするとして国に出した計画で、国に人件費

を出してくれと言っているようなものではないでし

ょうか。だから、これ記述できなかったけれども、

後からつけ足したということになると思います。国

に対して自立性として今言ったように雇用創出、特

産品販売、収益性、こういったことを入れ込み、自

走化を目指すとしながら、市民に対してはどう説明

するかというと、収支均衡とれないのが一般的だ

と、社会教育施設だと、社会教育の観点から行って

いくと、交流人口をふやして波及効果を上げていく

のだという説明をするわけです。ですから、市の税

金が投入されても何らおかしくないという説明にな

るのです。私は、国に対して、市民に対して、やっ

ぱり説明が矛盾すると思うのです。これ逆に言った

ら国にも市民にも顔向けできないということになる

と思うのです。今のところ矛盾していると思いませ

んか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 再質問いただいた内容に

ついてお答え申し上げます。 

 地域再生計画の中では、地域おこし協力隊の明記

はされてございませんが、炭鉱遺産と関係のあった

ＮＰＯ法人、それから各種団体と協議、連携を図り

まして、管理運営について自走化、これは自立化と

いうものを目指してまいりたいと考えてございま

す。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 これはだめだと思

います。市民は納得しないでしょう。自走化できな

いから、市民には社会教育の観点からという説明を

するのですよね。それで、経費がかかるのはやむを
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得ないと。内閣府に対しては、今目指すと言ってい

るから、できなくてもいいということになるという

ことですか。そういうことだと思うのです。住民説

明会でも国や市民両方に、悪く言えばうそをついて

いると言ってもいいのではないかというふうな指摘

があったと思います。私も委員会でやっぱりこれダ

ブルスタンダードなのではないかということを言っ

ております。矛盾していることを目指しているとい

う言葉でごまかしている。結局市民負担を軽くする

ために交付金をとりに行った、そう言っていますけ

れども、交付金ありきで話がスタートしているのだ

と思います。ゼロベースからのスタートではないの

だと。そういうごまかしの答弁がこの計画には見ら

れます。やっぱりこの交付金、無償譲渡、ここがこ

の計画のスタートだったということがはっきりした

のだと思います。 

 次の質問のほうに行きます。③、今後の方針につ

いてお聞きします。今までこの議論で炭鉱遺産活用

について、いろいろ問題点を私指摘してきたと思い

ます。基本構想は、市民の方々の意見を聞き、大規

模な公園化は断念したということははっきりしまし

た。ここは、評価されると思います。炭鉱の歴史の

保存継承に携わってきた方々も例えばスポーツゾー

ンや多目的ゾーン、またパークゴルフ場というの

は、保存継承には必要がないと理解もしてくれるの

ではないかと思います。立坑の重要文化財指定もで

きることならなってほしいと願うのが当然かもしれ

ません。無償譲渡を受けた今、ますます期待してし

まうと思います。しかし、現実的には人口減少が見

込まれ、やる気や交流人口で赤平市を持続させてい

くのは、私は現実的ではないと思います。歴史の保

存継承というものは否定されるものではありません

が、未来永劫立坑を維持管理していくことだけが保

存継承なのでしょうか。立坑は、見守り保存がきか

ないということは私申し上げました。歴史の継承と

未来の赤平市民のためにも、当初この計画では30年

は倒壊の危険性がないということを言われておりま

した。それまでの間、それであれば安全対策しなが

ら活用していけばいいと思います。そして、その間

に解体する費用を積み立てていく、倒壊の危険が来

たときは責任を持って解体してもらう、そういう決

断が必要ではないかと思います。これ以前若山議員

も質問されていたと思いますが、私もこれ現実的な

案だと思います。市民の合意のもと、将来への不安

をなくすためにそういった計画に見直すべきだと思

いますが、市長、今後の方向についてお聞きしま

す。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 今後の方針についてお答え

をさせていただきます。 

 これまでの市民説明会や住民懇談会の中でもお話

をしておりますとおり、今後におきましては重要文

化財の指定に向けた作業を進めてまいりたいという

ふうに考えております。そのためには、まず短期的

な施設の整備といたしまして、立坑やぐら建屋の劣

化の防止と立坑やぐら本体の点検や部分的な防食塗

装、市民活動のための場づくり、旧住友小学校に保

存している炭鉱資料の移設、一般公開のための準備

など短期的な施設整備が必要と考えてございます。

重要文化財の指定に向けた作業を進めていきまし

て、指定された際には文化庁によります保存方法が

検討されるものというふうに考えております。な

お、重要文化財の指定にならない場合も当然に想定

しなければならないものでございますけれども、重

要文化財の指定等の動向も見ながら今後５年間の成

果と反省を検証し、６年目以降の新たな整備方針の

中で検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 重文指定されれ

ば、結局志免町のようにまたやめられないと、やら

なければいけない、市民の意見等を聞かないという

ことになって、また同じような議論が繰り返される

のではないかと思います。無償譲渡を受けた今、市

民が要らないと言ってもこれ返せるものでもないの

ではないでしょうか。問題を先延ばししないで無償
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譲渡を受けた責任をとるには、現状と将来を考えて

今から対策することが当然国に対しても市民に対し

ても誠実な姿勢になるのではないかと思います。先

ほども言いましたが、倒壊の危険が来ると言われて

いる30年は、活用できるということでありました。

当初は、そのような説明があったのです。防食塗装

では、安全を保てるという答弁もきょうありまし

た。それであれば、30年後また再度市民や市職員に

それの対応を任せるというのは無責任だと思うので

す。ましてやここにいるほとんどの方というのは、

30年後ここにはいないと私は思います。６年後に検

討するとまた言いましたけれども、市長、６年後あ

なたが検討されるのですか。市長も私も６年後ここ

にいる保証というのはないのです。６年後と言わず

に、今未来に責任のある決断、任期中にできません

か。市長、もう一度答弁いただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 再質問についてお答えさせ

ていただきますけれども、基本構想の国の文化財登

録及び指定作業を進めるとありますとおり、現在の

ところ重要文化財の指定に向けた作業を進めていき

まして、指定された際には文化庁によります保存方

法が検討されるものというふうに考えます。なお、

重要文化財の指定にならない場合も当然想定しなけ

ればならないというふうに申し上げておりますけれ

ども、重要文化財の指定等の動向を見ながら今は今

後５年間の成果と反省を検証し、そして６年目以降

の新たな整備方針の中で財源も含めた検討をしてま

いりたいというふうに考えてございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 同じ答弁になるの

ですけれども、例えば社会教育という観点であれ

ば、図書館や体育館や交流センターみらいなど、こ

れから大規模改修、建てかえなど控えているものあ

ります。小学校や認定こども園の話もあるでしょ

う。また、将来の市民に負担を残すことになってい

くと思うわけです。そうならないために無償譲渡を

受けた市長として、責任ある決断をするべきだと私

は思います。さっきありましたガイダンス施設で正

規雇用１名、協力隊なんて話は私初めて聞きました

けれども、前者の質問でありました保育士募集して

も来ないということありましたけれども、正職員、

保育士のほうを先にとるべきではないですか。高齢

者の問題や子育ての問題とこのことを切り離して考

えないで、バランスを考えて市政全体を運営してい

ただきたいと思うのです。決してこれ先延ばししな

いで、任期中にぜひそういった決断をしていただき

たいということを最後に申し上げまして、私の質問

を終わります。 

〇議長（北市勲君） 質問順序３、１、茂尻地域に

おける公共施設建設計画について、議席番号９番、

御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、質問させていただきます。答弁よろしくお願

いいたします。 

 大綱１、①、小学校の統廃合による統合小学校建

設計画について伺います。当市における小中学校統

廃合は、種々の事情から立ちおくれ、長期間にわた

って小規模校の存在を余儀なくしていました。茂尻

地域にかかわりのある統廃合としては、平成17年百

戸小学校が茂尻小学校に統合され、同じく19年に平

岸中学校、茂尻中学校、中央中学校の統廃合が行わ

れ、統合中学校は中央中学校とされました。同じく

26年に至り、平岸小学校、茂尻小学校、住友小学校

の統廃合においては、統合小学校は茂尻小学校とさ

れております。当市は、空知川沿いに東西に細長い

地形を構成し、それぞれ地域の象徴的企業や事業所

の後ろ盾もあって、土地柄を生かしながら発展を遂

げてきております。また、地域の均衡発展には都市

生活に必要不可欠な商業施設や教育文化施設、医療

施設等の公共施設が適正に配置、配分されていなけ

ればならず、各地域においても最大の関心事であ

り、行政は住民の意向を無視した方針提起等の暴走

が許されないゆえんでもあります。平成19年から26

年にかけて行われた小中学校の統廃合は、地域の住

民感情をしんしゃくし、中学校は赤平市街文京方面
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に、小学校は茂尻方面とした経緯が認められます。

というより、周りから期待されたことは事実であり

ます。最近の赤間、茂尻との統合をめぐる動きで

は、突然文京案が浮上し、既成事実を積み上げる動

きが見られます。行政の連続性からして感化できる

ものではありません。それとも、今になって茂尻小

学校の存続は、豊里小学校、赤間小学校との合併に

までだったというのでしょうか。今までに平岸、茂

尻、百戸の広い圏域から高校も中学校も撤退し、小

学校もなくなることによる地域振興上のダメージを

どのように認識しているのでしょうか。圏域に占め

る当市人口の約30％の市民が住みなれた土地から離

れようともせず、今もって営々と生活しています。

一方、茂尻地域の現況だけを見ても商店街が衰退

し、病院が撤退したままになっています。子供たち

の教育上、統廃合は喫緊の課題ではありますが、こ

れ以上地域の荒廃を加速させないためにも茂尻小学

校は茂尻地区に建設されるよう期待して質問します

ので、見解を求めます。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 小学校の統廃合によ

る統合小学校建設計画についてお答えいたします。 

 ことし３月に策定しました小学校統合に関する赤

平市立小中学校適正配置計画の変更計画につきまし

ては、総合教育会議での協議と保護者、関係者など

広く市民の意見を求めるパブリックコメントを経

て、広報あかびら４月号、そして５月22日から市内

７会場において開催した春季住民懇談会においてお

知らせしてきましたが、パブリックコメント及び住

民懇談会における計画に対する異論はなかったとこ

ろです。なお、本計画につきましては、子供たちに

よりよい教育環境を提供することを最優先に適正規

模による教育の充実及び学校統合に合わせた教育環

境の充実について十分に検討し、作成されたもので

あり、骨子としましては豊里小学校と赤間小学校の

２校を統合するものであり、統合小学校は統合中学

校を新築後に現赤平中学校を除却し、その跡地に国

の負担金事業を利用して整備する内容となっており

ます。ただし、統合協議を進める過程において、児

童数の減少などにより茂尻小学校を含めた３小学校

の統合が望ましいと判断される場合は、保護者及び

地域住民の方々との意見交換を重ねて行わせていた

だき、市内１校とするものであります。そこで、統

合小学校の建設予定地についてでありますが、文部

科学省が推進している小中連携一貫教育を将来的に

取り組むためには、小学校と中学校との距離が近い

ほうが好ましいことなどの理由から、現赤平中学校

跡地に建設することが望ましいと考えております。

学校は、地域の人たちに支えられ、地域に学校文化

を創造してきた歴史がありますことから、小学校が

なくなることによる影響は大きなものがあると思い

ますが、赤平市の将来を担う子供たちの健全なる教

育のための計画の実現に向けて最大の努力を重ねて

まいりますとともに、保護者及び地域住民の方々の

ご意見、お考えを聞きながら慎重に進めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解賜りますようお願

いいたします。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 第１回質問でも

述べましたが、茂尻地域から高校、中学校、病院が

撤退し、商店街は無残にも衰退し、今や小学校まで

なくなるとしたら、地域崩壊の危惧さえあります。

このため、この６月12日には茂尻町内会長会議にお

いて、皆さんの声を伺いました。皆さんは、一様に

茂尻地域の将来に危機感を持ち、不安を募らせてい

ます。ここで小学校がなくなると、先々行政の冷た

い仕打ちに対する憤りと無気力感だけが残り、何も

期待できなくなるという声が圧倒的に多かったと思

います。文部科学省が推進している小中連携一貫教

育とは、小学校と中学校との距離が近いほうが好ま

しいとの理由から、現赤平中学校跡地に建設するこ

とが望ましいとのことですが、地域の事情に応じて

選択でき、学校は単に児童生徒の教育の場だけでな

く、地域コミュニティの拠点でもあり、災害時には

避難所になるなど、実際には多様な機能を持ってい

る。そのため、学校の統合を進めるには、保護者、
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地域住民の理解を得ていくことが必要となるとされ

ております。念のため申し添えておきます。統合小

学校の立地を教育委員会が地域振興上の理由で曲げ

るわけにいかないとしたが、一定の行政処分に伴

い、特定地域が地域振興上ダメージを受けかねない

場合に地域振興を所管する市長部局において、全庁

を挙げて救済策を検討すべきと考えてますが、いか

がでしょうか。市長の考えを伺います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 茂尻地区につきましては、

公営住宅の建設などに取り組んできたところでござ

いますが、今後人口減少対策につきまして、市内各

地域ごとに検討していかなければならないというふ

うに考えておりますが、各種計画の見直しの中で茂

尻地区のまちづくりにつきましても検討してまいり

たいというふうに考えておりますので、ご理解を賜

りたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 最後に感想を述

べさせてもらいますが、次の質問入りたいと思いま

す。 

 ２、茂尻地区におけるシルバーハウジング及びそ

の他の公共施設建設計画について。本件について

は、平成28年第２回定例会において質問しており、

茂尻地区におけるシルバーハウジングの建設が困難

である趣旨の答弁に対して、個別に答弁内容の問題

点を指摘して再質問しましたが、一切指摘に対する

答弁がなかったので、答弁に臨む参与席の姿勢に対

する指摘も含め、平成28年第２回定例会における再

質問においておさらいをすることから始めますの

で、よろしくお願いいいたします。当市は、高齢

者、障がい者等が安全、安心して自立した生活がで

きる住宅と住環境整備の一環としてシルバーハウジ

ングの日の出ハイツ、青葉ハイツ、幸町ハイツ、新

光ハイツと順次４団地132戸を建設してきており、

高齢化が進む過程で生活相談や安否の確認、緊急時

対応を備えた高齢者住宅行政は避けて通れない通過

点になっており、茂尻地区にシルバーハウジング建

設を願いたい旨の質問をしました。以下、答弁を要

約して列挙します。住民の高齢化により建設要望が

多いことは理解するが、以下の理由により困難であ

る。１、道内においても整備水準が高いので、新た

な整備は難しい。２、建設費用、その後の管理費用

がかさむので、これ以上の費用負担は難しい。３、

建てかえ移転対象者に影響が出たら困るので、整備

が難しい。４、公的住宅依存率が高く、依存率を下

げなければならない状況で新設は難しい。なお、茂

尻にシルバーハウジングを建設しなくても以下の対

応策を講じるので、了解してほしい。５、モバイル

型緊急通報システムの普及やシルバーハウジングで

のコミュニティ活動の充実のほか、サービスつき高

齢者住宅など、民間の高齢者向け賃貸住宅の建設促

進支援等を展開方向としている。６、総合戦略では

プラチナ社会形成を基本目標とし、医療の周辺地域

にサービスつき高齢者住宅向け介護施設等を整備す

る。以上、６点にわたって建設が困難とする答弁に

対して問題の指摘をしていますが、それぞれに対し

て再度質問しますので、答弁をお願いいたします

が、初めに各ハイツ別戸数と昨年同時期との最近ま

での入居戸数の推移を伺いたい。 

 １、道内においても整備水準が高いので、新たな

整備は難しいとのことであるが、日の出ハイツ建設

から新光ハイツ建設まで厚い障壁だったはずであ

り、それでも乗り越えてきた障壁をこのたびは乗り

越えられない何かがあるのか、納得のいく説明を求

めます。 

 ２、建設費用、その後の管理費用がかさむので、

これ以上の費用負担は難しいとのことであるが、突

然費用負担に耐えられなくなった原因は何か。それ

とも、費用をかけるだけの行政効果がなくなった、

テーマとして使命を果たしたとでも言うのか伺いた

い。 

 ３、建てかえ移転対象者に影響が出たら困るの

で、整備が難しいとのことであるが、そのような言

いわけは議会答弁になじまないというより、行政遂

行に当たって日常的に起こり得るアクシデントを何
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事もなく処理していく危機管理能力が問われるもの

であり、なお言い分があれば伺いたいと思います。 

 本市は、公的住宅依存率が高く、依存率を下げな

ければならない状況下で新設は難しいとのことであ

るが、公的住宅供給率の高いのは旧産炭地の宿命で

あり、供給率を下げることを目的化してはいけな

い。公的住宅の供給率が高いことを理由に新設が難

しいという理念について、理解できるように詳しい

説明を求めたい。 

 モバイル型緊急通報システムの普及やシルバーハ

ウジングでのコミュニティ活動の充実のほか、サー

ビスつき高齢者住宅など民間の高齢者向け賃貸住宅

の建設促進支援等を展開方向としているということ

でありますが、過去１年間の緊急通報システムの構

築数並びにサ高住の実績及び今後の見通しについて

伺いたい。 

 ６、総合戦略では、プラチナ社会形成を基本目標

とし、医療の周辺地域にサービスつき高齢者住宅向

け住宅介護施設等を整備するとのことであるが、こ

の１年間の実績及び今後の見通しについて伺いた

い。 

 最後に、茂尻地区におけるシルバーハウジングだ

けがどういう理由で今もって実現していないのか伺

いたい。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 茂尻地域におけるシル

バーハウジング及びその他公共施設建設計画につい

てお答えをさせていただきます。 

 シルバーハウジングは、昭和63年にシルバーハウ

ジングプロジェクト計画を策定し、福祉行政と建設

行政の連携を図る公的住宅として建設計画を立案。

平成元年度から平成19年度にかけて日の出団地32

戸、青葉団地30戸、幸町団地36戸、新光団地34戸の

合計132戸を建設したところでございます。 

 各シルバーハウジングの状況につきましては、昨

年の平成28年５月31日は全て入居済みでありました

が、ことしの５月31日現在は日の出団地１戸、青葉

団地１戸、新光団地２戸、幸町団地１戸の合計５戸

があいている状況でございます。入居戸数の推移で

ありますが、平成28年４月から平成29年３月までの

間、退去が12戸あり、入居が７戸、５戸のあきとな

っております。 

 整備水準についてでございますが、昭和26年４月

１日の資料によりますと、道内のシルバーハウジン

グの整備戸数は1,082戸、赤平市においては132戸整

備してございますので、全道の12.2％のシルバーハ

ウジングが赤平市にあることでございますので、整

備水準が高いと説明をさせていただきました。 

 建設並びに管理費用の関係でございますが、建設

面におきましては、公営住宅の附帯設備として緊急

通報システムや高齢者生活相談所など高齢者の利用

に供するための施設を整備しなければならないこと

となっており、管理面におきましてはＬＳＡを配置

し、生活相談や一時的な生活支援並びに緊急時対応

等のサービスをあわせての提供が必要となることか

ら、公営住宅等の建設に比べ費用がかさむと説明さ

せていただきました。 

 建てかえ移転の対象者への影響についてですが、

現在赤平市公営住宅等長寿命化計画にのっとり、福

栄地区の建てかえ事業及び昨年度より吉野団地建て

かえ計画につきましても地域に説明しながら入居ア

ンケートや意向調査等を行っているところでありま

す。財政状況を鑑み、学校等の公共建築物の建設や

老朽化した施設の大規模修繕の関係から、公営住宅

におきましては、工事費の平準化のため、単年度に

１棟までの建設を計画的に進めておりますので、現

在建てかえの説明をさせていただいております移転

対象者への影響が発生すると説明をさせていただき

ました。 

 公的住宅の依存率についてですが、公的住宅の依

存度が高いことは以前から問題でもあります。議員

がおっしゃるとおり、旧産炭地特有のものと判断し

ておりますが、維持可能な都市経営の観点から、人

口規模に見合った良質な公的住宅のストックを目指

していかなければならないという状況をご理解いた

だきたいと考えております。 
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 モバイル型緊急通報システム及びサービスつき高

齢者住宅につきましては、モバイル型緊急通報シス

テムは、昨年は11件の申し込み、取りつけがござい

ました。サービスつき高齢者住宅の実績につきまし

てはございませんでした。今後の見通しですが、有

料老人ホームが増床されたこと、ほかの施設にも増

床計画があること、サービスつき高齢者住宅運営上

の従事者の確保が厳しいことなどから、現状建設計

画がない状況と思われます。しかし、サービスつき

高齢者住宅建設促進と入居者の負担軽減を図るた

め、助成制度の創設を検討しているところでありま

す。 

 茂尻地区にシルバーハウジングがなぜできないの

かとの質問でありますが、シルバーハウジングは60

歳以上の高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営

むことができることを目的に建設をするものでござ

いまして、自立できない場合または自立ができなく

なった場合はほかの施設に移っていただくこととな

ります。このことから、赤平市としましては、先ほ

ど申し上げたとおり、サービスつき高齢者住宅へ助

成制度を創設し、サービスつき高齢者住宅建設促進

と入居者の負担軽減を図っていきたいと考えており

ますので、ご理解いただきますようお願いいたしま

す。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 ありがとうござ

いました。第１回答弁で各項目別に丁寧に回答して

いただきました。ただ、建設は困難な理由というよ

り、建設に向けてクリアしていかなければならない

課題として受けとめさせていただきました。統合小

学校建設にかかわる再質問でも申し述べております

が、６月12日の町内会長会議では建設をお願いする

ことはもとより、茂尻地区は全市的に見てシルバー

ハウジング入所希望者が圧倒的に少なかったわけで

もなく、今も昔も茂尻から離れたくないと訴えなが

ら泣く泣く各地区のシルバーハウジングに分散入所

していった方もたくさんいらっしゃいます。関係者

からは、なぜ茂尻地区は今までほったらかされてき

たのだろうかとむしろ行政に対する不信感を募らせ

ています。これらの状況を勘案され、納得のいく対

応策を提示賜りたく市長の考えを伺います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 先ほど建設課長が答弁いた

しましたけれども、シルバーハウジングの建設につ

きましては、持続可能な都市経営の観点からも今後

は難しいというふうに考えてございます。茂尻地区

につきましては、公営住宅の建設などに取り組んで

きたところでございますけれども、今後人口減少対

策については市内各地域ごとに検討していかなけれ

ばならない、そういうふうに考えておりますけれど

も、各種計画の見直しの中で茂尻地域のまちづくり

につきましても必ず検討してまいりますので、ご理

解を賜りたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇９番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 今市長からの計

画の検討をということで返事いただきました。今回

の答弁を地元に戻って、地元と相談してどのような

行動ができるか検討したいと思います。また、今後

具体的な回答が出るまで継続して質問をしていきた

い。 

 これで私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時１５分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 質問順序４、１、炭鉱遺跡活用基本構想の今後の

あり方について、２、市長の基本姿勢について、

３、基金活用による運用益について、４、現代社会

におけるペットとの共存について、議席番号５番、

若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して質問を行いますので、答弁のほどよろしくお願

いいたします。 
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 それでは、大綱１、炭鉱遺産活用基本構想の今後

のあり方についてであります。この件につきまして

は、一部午前中に同僚議員からの質問がございまし

た。私も話ししますけれども、重複するところがご

ざいますので、この辺についてはご答弁のほど調整

よろしくお願いいたします。それでは、①、説明会

における市民の反応についてであります。炭鉱遺産

活用に関する市民説明会が３月９日に東公民館で開

催。会場からの要請で４月に福栄集会所、文京生活

館、みらいの３会場でも開催。参加者は、４日間に

て合計184名であります。民主クラブでは、全ての

会場に出向き、各地域での市民の声を聞いてまいり

ましたが、余りに反対意見が強く、賛成する人もい

たかと思いますが、４会場全てにて自分の意見を一

言も発することができなかったわけであります。私

も長いこと議員をさせていただいておりますけれど

も、市長提案の説明会でこれだけ全会場で反対に遭

うのは初めてであります。特に立坑やぐらを毎日見

ながら生活してきた住友出身の女性から子育て支援

に力を入れるべきで、ガイダンスも含めて反対しま

すという厳しい内容での発言が印象的でございまし

た。炭鉱遺産活用の基本構想は、当初提案では事業

費合計が約17億5,000万円なのに５月22日からの開

催の全市７カ所における住民懇談会の資料では土木

工事費約５億円を削減し、約12億5,000万円となっ

たわけでありますが、予算規模を縮小した理由は何

なのか。４会場の市民説明会を経て、市民の声に応

えたということなのでありましょうか。行政常任委

員会でも質疑がありましたが、定例会にて改めて伺

いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 説明会における市民の反

応についてお答えいたします。 

 炭鉱遺産活用基本構想の事業費総額を縮小した理

由についてでございますが、赤平市しごと・ひと・

まち創生総合戦略での重点施策としての位置づけや

炭鉱遺産活用検討協議会のご意見、市民説明会のご

意見を総合的に判断いたしまして、今回基本構想を

修正したところでございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 炭鉱遺産活用検

討協議会や市民説明会の意見を総合的に判断して、

ただいまの答弁では今回基本構想を修正したという

ことでありますけれども、それなりにそこのところ

は一定程度の評価はできるのではないかなと思って

おります。しかし、全ての会場で反対され、ガイダ

ンスも含めて反対だとするこの意見、これは会場の

人たちの多くの気持ちを反映しておりまして、炭鉱

遺産構想の一部ガイダンスの建設は議会で決まった

のだから仕方がないというのが本音であります。そ

のような市民説明会での市民の反応に対し、それだ

けこの施策に反対されるのであれば、この構想はこ

こでおしまいにしようという市長の考え方や議論が

あったかどうか伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 市民説明会では、賛成の

人もいらっしゃったというふうに思いますが、発言

されたご意見では反対しかなかったというふうに思

います。かなり厳しいご意見、ご指摘を頂戴いたし

ました市民説明会でございましたので、ご質問の内

容も含めて時間と日数をかけて行政内部にて十分議

論したところでございます。最終的な基本構想につ

きましては、炭鉱遺産活用検討協議会のご意見など

も踏まえまして、赤平市としては重要文化財指定の

可能性にチャレンジしてまいりたいという結論に達

したところでございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 この経過につい

てはわかりました。 

 それでは、ただいまの答弁に沿いまして、次に文

化財の関係についての質問をさせていただきます。

②、文化財認定登録の是非についてであります。炭

鉱遺産を活用、交流人口をふやしてまちを活性化す

るという発想でありますけれども、本当に将来的に

交流人口がふえるでしょうか。本当にここのところ

は大きな疑問であります。ガイダンスが建設され、
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立坑やぐらの活用がスタートしても当面は物珍しく

人は集まるでしょうが、リピーターがふえるような

建造物でもございませんし、何よりの証拠にかつて

の炭鉱遺産が観光化で成功した例は北海道には全く

なく、全国的にも九州の一部を除いてほとんどない

わけで、全て失敗で借金だけが残っているというの

が現状ではないでしょうか。市民の声にあるよう

に、近隣の炭鉱遺産跡を見て歩くとその辺はよくわ

かります。先ほど前段でこの辺の質問もございまし

た。炭鉱遺産構想の一部ガイダンスの建設は、議会

で決まったのだから仕方がないというのが本音であ

ります。そのような市民説明会での市民の反応に対

し、この構想はここでおしまいにしようという市長

の考え方や……失礼しました。ちょっと読み違えま

した。今後文化財登録ということで始まっておりま

すけれども、ここのところについては登録を目指す

ということでありますけれども、その道のりは厳し

く、不安定で、仮に登録されたにしても、それ以後

は予測されている以上の費用がかかり続けるという

ふうに思われます。将来の人口規模、財政規模を考

えるとき、そして若者がさらに減り高齢化率50％に

達するであろうその時代の赤平市民に大きな負担と

なることは目に見えています。私たちが決めたこの

ツケを誰が払うのでしょうか。文化財認定登録の考

え方は、この段階でやめるべきであり、改めてその

考え方を伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 文化財認定登録の是非に

ついてお答えいたします。 

 重要文化財の指定作業を進めることについての考

え方についてでございますが、文化財は長い歴史の

中で生まれ、育まれ、そして今日まで守り伝えられ

てきた貴重な私たちの財産でございますし、文化財

をいかにして次世代へ伝えるか。現在の人々の暮ら

しにどのように生かすかといったことを地域の方た

ちとともに考えていかなければならないものと認識

してございます。立坑及びその周辺につきまして

は、文化財としての価値が十分あると複数の専門家

からのご意見もございまして、市民説明会のご意見

や炭鉱遺産活用検討協議会考え方を踏まえまして、

このたびの炭鉱遺産活用、基本構想の中で国の有形

文化財への登録、重要文化財への指定に向けた作業

を進めていくという方針としたところでございま

す。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

では、反対する多くの市民の声は届かないと思いま

す。文化財登録への理想に燃えた考え方や方針のみ

がひとり歩きしたそんな感じの答弁であったと思い

ます。市民への財政負担については、この辺につい

ては避けて通るつもりなのでありますか。このたび

は、非常に財政的な問題に触れていないという部分

については、今後の中でまた質問していきたいと思

います。 

 ことしから立坑やぐら保存計画が動き出します。

動き出した……始まったと思います。ガイダンス施

設も来年には完成することでありましょう。必要最

小限、子供たちの社会教育への道は開けることにな

りました。ここまでの計画が実現した段階で炭鉱遺

産構想の商業ベース化は諦めるべきで、また市長の

固執する立坑やぐらの文化財認定登録問題は断念

し、本来のまちづくりに取り組むべきであります。

当市の一番の課題は、人口減少対策のはずでありま

す。市民説明会の中でもある会場で炭鉱遺産に金を

かけるくらいなら、発想の転換をして３億円を出せ

ば企業はやってくる、こういう発言がございまし

た。まさにそのとおりであります。確実に人口をふ

やすためには、数字的見通しの立たない交流人口を

当てにするのではなく、当市に存在する各企業を確

実に育て上げることではないでしょうか。企業が安

定するとともに、働く人たちの生活が安定し、企業

からの法人税や社員からの所得税が市の安定した収

入となり、将来の財政健全化につながることであり

ます。文化財認定登録への道は諦めて立ちどまり、

ここから当市にとっての最重要課題に向かって方向

転換するべきであります。いかがでしょうか。 
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〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 当市にとっての最重要課

題の取り組みについてお答えいたします。 

 赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略の策定方

針にありますとおり、最重要課題として早急にこれ

まで以上に人口減少対策に取り組み、将来的にも持

続可能な地域社会を確立していかなければならない

ものでございます。最重要課題の人口減少対策につ

いて取り組みに当たりましては、恵まれた自然環境

と地域資源を生かした個性と魅力あるまちづくりも

必要でございまして、具体的には炭鉱遺産の継承と

活用をあわせた戦略的な施策を進めていかなければ

ならないと考えているところでございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 この質問につき

ましては、市長からの答弁をお願いしたいと思いま

す。地方版総合戦略の一つに炭鉱遺産活用が入って

おりまして、それを目玉として力を入れているよう

でありますけれども、市民のあれだけのブーイング

を押しのけて国の政策を推進するつもりなのであり

ましょうか。仮に戦略施策が功を奏し文化財に認定

されても、文化庁の基準による修復費用は予測され

る以上にかかり続けます。市の財政負担は、市民生

活に大きく影響するわけであります。文化財に指定

された後の事業費約８億8,000万円は、このたびの

事業予算から削除するべきであります。文化財登録

構想は、次世代への市民に任せるべきであります。

私には、市長が国へのメンツだけで取り組まれてい

るような気がしてなりません。市民の声を乗り越え

てしまうということは、個人的なわがままの域に入

るのではないでしょうか。もう一度答弁をお願いい

たします。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） ただいま若山議員のご指摘

にあります事業費の約８億8,000万ということでご

ざいますが、重要文化財に指定された後に予想をさ

れる事業費でございます。市民説明会でも申し上げ

ておりますが、財源が確保されなければ私は実施し

ませんというふうに申し上げているとおり、重要文

化財に指定されない限り、長期的改修あるいは耐震

関係などの事業費約８億8,000万円の大規模改修は

できないというふうに考えております。また、重要

文化財の指定につきましては、文化庁が判断するも

のでありまして、認められればまさに貴重な私たち

の財産であります。将来国から重要文化財として認

められた暁には、貴重な財産として保存、そして継

承、そして活用をどうか前向きに考えていただきた

いというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ６月12日、みら

いでの説明会にて、一市民から文化とは衣食住の上

に成り立っているという発言がありました。赤平で

は、低所得であっても子育てに頑張っている若者た

ちが大勢おります。午前中の同僚議員からの質問に

あったように、保育所問題が今大変深刻なことにな

っているわけでございます。このような状況にもあ

るわけでありますし、また低年金生活でやっと生活

している高齢者も少なくありません。また、市民の

声にしっかりと耳を傾け、学者が主張する文化優先

の理論を優先させることではなく、惑わされること

なく、赤平市の実態や実情を見詰め、市民が本当に

何を望んでいるのか、見きわめた市政執行であって

ほしい、このことを最後に要請してこの項を終わり

ます。 

 ③、立坑やぐら解体費用の担保についてでありま

す。立坑やぐらの解体費用に関しては、以前にも質

問をしております。しかし、納得のいかないことな

のでありまして、改めまして質問したいと思いま

す。立坑やぐらの取得に当たっては、不可解なこと

で市長を交えた一部の担当者と住石マテリアルズ社

との間で水面下に交渉が行われたことであり、庁舎

内で取得に当たっての議論がされた様子もなく、ま

た無償譲渡という大義に議会が口を挟む余地がない

ままに推移したわけでございますけれども、昨年28

年７月１日に調印した結果は立坑やぐら解体費用推

定約２億は当市が負担することになったわけであり
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ます。無償譲渡、ただでもらったと市民に公表して

も、実質２億円で買ったことになるわけでありま

す。結果として高い買い物になったことであり、私

たちに大きな不信感を植えつけたにすぎません。解

体費用についての疑問は、市民からの指摘にもある

ところでございます。私は、将来にわたってあの立

坑やぐらが重要文化財になるかどうかは未知の部分

だと思っておりますし、行政も希望的推測だけで確

信はないわけであります。市長は、赤平市が存続す

る限り保存していくと言っておりますが、その先は

どうなるのでしょうか。将来の市民のためにも解体

費用２億円は担保し、基金として積み立てておくべ

きではないでしょうか。改めて伺いたいと思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 立坑やぐらの解体費用の

担保についてお答えいたします。 

 炭鉱遺産活用基本構想の整備の基本方針にありま

すとおり、10年後に目指すべき姿を具体化するた

め、スタートしてから５年間の成果と反省を検証い

たしまして、６年目以降に新たな整備方針を検討し

てまいります。国の重要文化財の指定を目指してま

いりますが、この重要文化財の指定につきましては

最短でも５年はかかるとされていることから、スタ

ートしてから５年間、あるいはその次の５年間の成

果と反省の検証の中で重要文化財の指定の状況も見

えてくると思われますので、立坑やぐらの最終的な

取り扱いについて、重要文化財としての保存、ある

いは見守り保存も含めた検証が行われるものと考え

てございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

でありますけれども、立坑やぐらの最終的な取り扱

いについて、重要文化財の保存、あるいは見守り保

存も含めた検証が行われると言っておりますが、私

は壊すにしても残すにしても国がその費用を全額補

償しているわけではございませんので、せめて解体

費用相当額を積み立てたらいかがですかと言ってい

るのです。もう一度この辺答弁お願いしたいと思い

ますけれども、私は万が一立坑が残ったとき、その

場合将来の人たちのためにもせめて財政的な支援と

いう意味も含めて、この２億円を積み立てていった

らいかがと。この辺は、私は将来考えて、考え方と

は別に譲って考えていることであります。よろしく

お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 基本構想の国の文化財登

録及び指定作業を進めるとありますとおり、現在の

ところ作業を進めるという段階でございますので、

５年ごとの成果と反省の検証の中で保存方法におけ

る財源についても検証されるものと考えてございま

す。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 納得できません

ので、この先の答弁は市長にお願いしたいと思いま

す。解体費用２億円を立坑保存を30年間とすると、

１年当たりの積み立て額は666万円。50年間でする

と、400万円であります。このような金額を30年

後、50年後の市民に背負わせてどうなることであり

ましょうか。余りにも無責任ではないでしょうか。

重要文化財認定は、将来への夢や希望でもあります

が、大きなかけでもあります。仮に認定になった場

合は、補修費用に助成金が該当するようであります

が、認定されることで逆に解体することができず、

延々と補修費用の負担が当市に続くわけでありま

す。そんな将来の財政負担を見通せないままに今決

断できることなのでしょうか。重要文化財認定は、

本来企業自身が操業以来かかわってきた特殊な技術

や建造物などを歴史に残すため、みずからの私財を

投じ、苦労や努力を重ねた結果ではないでしょう

か。公共物ならいざ知らず、企業が廃棄物として処

理しようとするものを２億円もの解体費用持ちで当

市が取得するとはいかがなものでしょうか。私は、

税金の使い方が間違っている、そんな気がしており

ます。ですから、将来の市民負担を心配し、２億円

を担保すべきと以前から提起しているわけでござい
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ます。そのときの答弁は、できませんということで

ありました。立坑やぐら活用をめぐっての先の見え

ない交流人口対策、見きわめが難しい重要文化財認

定の道のり、活用を終えた終末処理、これらなど将

来への課題はいろいろありますが、現在の行政が決

めた事業の後始末は、未来の赤平市民に押しつける

ことだけはやめるべきです。炭鉱遺産活用問題は、

市長のみならず市議会が承認したとなると議会の責

任も将来に問われるわけでございますから、私も今

真剣に市長と向き合っているところでございます。

立坑の解体費用問題もその一つであります。立坑や

ぐら取得に当たった責任者としての市長の考え方を

改めて伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 立坑やぐらの取得について

でございますけれども、これは赤平市しごと・ひと

・まち創生総合戦略の中で炭鉱遺産公園の整備とい

うのが重要施策として位置づけられました。そこ

で、炭鉱遺産の世界遺産登録等の研究が中長期施策

として位置づけられております。その公園整備の中

で立坑はメーンとなる施設でありまして、総合戦略

の中でも市民の皆さんにお諮りしておりますが、概

要版についても全戸配布をしており、十分周知をし

ておるというふうに思っております。以上のことか

ら、立坑の価値についてなど総合的に判断し、取得

に至ったところでございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの説明

ではもっともなというふうに聞こえますけれども、

しかしまだまだ私にとっては矛盾だなと、こういう

ふうに思っております。それで、２億円に対する毎

年の積立金の確保は非常に難しいと思いますけれど

も、現在財政調整基金は幸いにして20億円あります

ので、２億円を定期預金に別途積みかえすることは

可能であり、検討に値することであります。まして

や多額の長期預け入れでありますので、利息の活用

も得られることではないでしょうか。これは、市長

の果たす責任の一つと思っております。この辺はい

かがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 将来的な立坑に関する財源

につきまして、基本構想の国の文化財登録及び指定

作業を進めるとありますとおり、現在のところ重要

文化財の指定、これに向けた作業を進めていきまし

て、指定された際には文化庁によります保存方法が

検討されるものというふうに考えております。な

お、重要文化財の指定にならない場合も当然に想定

しなければならないものでございますが、重要文化

財の指定等の動向も見ながら今後５年間の成果と、

そして反省を検証し、６年目以降の新たな整備方針

の中で財源も含めた検討をしてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 市長に最後の質

問にしたいと思いますけれども、立坑やぐらの取得

計画に当たり、事前に庁議など内部討議が行われ

ず、無償譲渡という言葉を、いわゆる条例でありま

すが、そういう言葉を免罪符にして、これだけ多額

の費用が見込まれる事業を想定しながら、議会決議

を得ようとせず、これは先ほど質問の中にもござい

ました、その議会決議を得ようとせず、譲渡契約を

締結。結果として議会を軽視した、このことは紛れ

もない事実であります。解体するときは、その費用

が推定２億円と言われる中で、逆に重要文化財に認

定されることにより、文化庁の高い基準に基づく指

定業者の補修費用を延々と払い続けることとは、財

政負担のどこに違いがあるのでしょうか。文化遺産

は解体しない。法律上できないのだ。だから、２億

円の費用は残す必要ないのだと言い切れますでしょ

うか。結果、無償譲渡問題に関し議会軽視などして

いないと言えることでしょうか。私に責任はないと

言い切れることでしょうか。もう一度答弁をいただ

きたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 立坑に関する無償譲渡につ

いてですが、立坑が将来重要文化財に指定された際
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には、文化庁による保存方法が検討され、改修等の

事業費についても示されるものと考えております。

その際には、当然議会に対し、改修等の事業費につ

いて議会に提案することになるわけですけれども、

結果として議決が得られないこともあると考えてお

ります。私は、赤平市の責任者である市長として、

これまで同様市議会の決定については重く受けと

め、尊重し、行政運営に取り組んでいるところであ

ります。立坑が重要文化財に指定された際には、そ

のときの議会においてこの立坑の改修等事業費に関

する議論をいただくことになりますので、今後とも

よろしくお願いいたしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 世間が言うよう

に、常にただより高いものはないと言うわけであり

ます。あの立坑やぐらは、市民の多くが望んで取得

したことではなく、市長の願望と一部市民の考え方

で取得したという現実を捉まえ、説明会や懇談会で

の市民の声を十分に受けとめ、今後の炭鉱遺産構想

に取り組んでいただくことを要請いたしまして、こ

の件の質問を終わります。 

 次、大綱２、市長の基本姿勢についてでありま

す。①、市民説明会での市長答弁について。１つ目

は、政策への考え方についてであります。炭鉱遺産

活用に関する市民説明会が３月から４月にかけて全

市４会場にて開催されましたが、市民説明会におけ

る市長答弁の一部において、いささかの疑問が生じ

ておりますので、伺いたいと思います。市民からの

ガイダンス建築の必要性があるのかという質問に対

しまして、市長は各会場にて国からの交付金が

6,000万円だったとしたら、議会に頭を下げて計画

はやめるつもりでいたとか、申請内容の先駆性を国

が認めてくれて、基準を超えた交付金が１億2,790

万円出たので、何が何でもやらなければならない。

ただ、国に認められた以上、もう後には戻れない、

何としても認めてほしいという旨の答弁がございま

した。昨年の12月議会では、民主クラブは炭鉱遺産

公園整備に係る補正予算審議において修正動議を提

出。激論の結果、４対５という僅差にて否決されま

したが、補正予算は可決となり、炭鉱遺産構想の一

角であるガイダンス建設が方向づけられ、政策予算

6,000万を取りつけることを前提として承認された

わけであります。１億2,790万円の交付金が決定し

たわけでありますから、議決した方向で進むしかな

いのに、やってもよし、やらんでもよしというふう

にとられる答弁を市民に吐露するということは、い

かがなことかと思われます。会場全体が反対ムード

の中での提案であり、市長は政策実行に不安を感じ

たのかどうかわかりませんが、行政内部での検討内

容と思われることを議会での議決直後に発言するこ

とは、市民に不安を与えるだけでなく、やめてもい

いかなという事案を議会に諮っているという印象を

与えるわけでありまして、そのようなことは市長の

腹の内におさめておくことであり、市民の前で言う

言葉ではないと思います。懸命に議論した我々には

議会軽視の発言であり、国へのメンツを重視した発

言は、市民軽視につながることであります。うっか

り本音が出てしまった感じがいたしますが、市長と

して市政執行に携わる基本姿勢に疑問が生じるわけ

でありまして、国へのメンツと市民の考え方とどち

らが大切なのかと言わざるを得ないわけでありま

す。市長は、みずからの発言を振り返りまして、い

かがなことでありましょうか伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 市民説明会での市長の答弁

ということでございます。政策への考え方について

お答えをさせていただきます。 

 ガイダンス施設の建設にかかわる国からの補助金

でありますが、地方創生拠点整備交付金に関する住

民説明会での発言内容についてでございますけれど

も、今回の地方創生拠点整備交付金につきまして

は、極めて短い期間での交付申請と、そして地域再

生計画の提出を求められたものであります。全国の

市町村でも同様の条件の中での作業となりましたけ

れども、当初の見込み6,000万円ぐらいの補助金額

が予想されておりましたところ、予想を上回る１億
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2,790万円の補助金を獲得することができたところ

でございます。市民説明会の中における発言でござ

いますけれども、厳しい財政状況の中、財源確保に

奔走しておりましたところもあり、私の発言にて誤

解を生じさせてしまったことに対しましては、率直

におわびを申し上げたいと存じますが、決して議会

や市民の方々を軽視したものではなく、旧住友小学

校に保存している貴重な炭鉱資料の展示、そして保

存先としても活用を考えておりますガイダンス施設

の建設について、全国レベルの狭き門をくぐり抜

け、赤平市の先駆性が認められ、高い評価を得たと

いうことを強調した発言でございますので、ご理解

をいただきたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 市長、ただいま

の答弁、少しというか全く違うのかなと思います。

予想を上回る１億2,790万円に大喜びしたというこ

とについては事実だと思いますけれども、４会場の

中でも特に東公民館における市民の猛反対ぶり、こ

れは大変厳しい光景でした。高い評価を得たという

自負から一転、批判の矢面に立たされたわけであり

ますから、動揺され答弁に焦りが伴ったことは理解

できますが、議会で決定したことまであやふやに聞

こえるような表現はいかがなことかと思います。市

長ですから、公式の場で会議での裏話的な発言では

困ります。今後言動には十分留意していただければ

と思います。 

 ２つ目は、市民も感じる威圧感についてでありま

す。ガイダンス問題では、市長は予想外の多額な交

付金を国が認めてくれたことで何としてでも建設し

なければならず、市民の皆さん、これだけは何とか

認めてほしい旨の思いを熱く語っておられました

が、会場のオール反対の雰囲気に対し、何が何でも

思いを通そうとする熱弁に市民は異常さを感じ取っ

ていました。複数の市民によりますと、このことは

会議においても通じることで、反対する課長の意見

もこのような威圧感で封じ込められるのではとワン

マンぶりが想定されるとのことであります。多少の

誤解はあるかもしれませんが、どのような質問にも

自然体での答弁が必要であります。市民の反論に対

する市長の余りの熱意、熱弁が威圧感や傲慢さと受

け取られ、このことから市政執行に対する市長の基

本姿勢を市民は敏感に受けとめていたのだと思われ

ます。自分では気がつかないことかもしれませんけ

れども、このような指摘を受けて市長はどう受けと

めているでしょうか伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 市民説明会での市長答弁と

いうことでございます。先ほども申し上げさせても

らいましたけれども、ガイダンス施設の補助金につ

いて赤平市の先駆性が高く評価されたことをわかっ

ていただきたく発言したものでございます。多少力

の入った発言になったかもしれませんが、威圧して

封じ込めようとしたものではございませんので、ご

理解をいただきたいというふうに思います。若山議

員の発言にあります市民の皆様から威圧感があると

いうご指摘については、率直に受けとめさせてまい

りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 市長の性格は、

非常に正直だということについては理解しておりま

すけれども、やはり言葉や表現は時と場所を十分考

慮していただきたい。私たち市民もこのことで非常

に困惑している部分もございます。どうぞ今後よろ

しくお願いいたします。 

 ②です。行政執行における職員への対応について

であります。市民説明会での市民の心配やら批判の

もとは、市長の性格からくるものと思われますが、

市長は仕事に対して熱い思いの情熱を持って一生懸

命取り組んでいる。だからこそ、事業に対しての市

民への説得力にも力が入る。市民に興味のあること

や利益になることに対しては、市長に大変市民も好

感が持たれる。しかし、興味のないことや不利益に

なることには、市民は敏感で大きな批判につなが

る。これは、市民としては当然のことであります。



 －85－ 

このたびは、やや強引な感じでの説得力だったのか

なと思われますが、市長の答弁で理解してくれた人

もいるかと思います。しかし、疑問の大きな渦はま

だまだ残っているようでありまして、この構図を市

庁舎の中に当てはめてみたらこんなふうになるのか

なという部分でございます。市民に興味のないこと

や不利益になることには、職制の皆さんだってこれ

は敏感です。そのような事業を強引に進めようとい

うことは、そうなると市長への大きな疑問や不信感

につながります。そこに市民が心配する無言の威圧

感、これが働くとどうなるでしょうか。市長は、こ

このところを全く意に介していないと感じていると

ころであります。ただいまの答弁で幾らか理解した

ところでございますけれども、そのように感じてい

る部分かなと思っております。市長の仕事は、職員

の意見をまとめ、判断、決断することであります。

反面、職員からは仕事を教わる立場にもあり、将来

にわたっては市民のためによりよい行政マンを育て

る立場であります。市民との対話を重視するととも

に、職員との対話をも重視する姿勢が大切で市長へ

の評価につながることであります。よりよい行政マ

ンを育てることは、まずはどんな意見でも平常心で

聞き入れる力量や寛容さが大切で、会議に当たって

は十分議論を交わし、それぞれの職員の意見も尊重

しながら、最後は冷静な対応と判断で自分の考え方

にまとめていく、このことが大切かと思われます。

このたびの説明会における市長の答弁のあり方や市

民が疑問に思ったことを形にしていたわけでござい

ますけれども、振り返ってみて考え方があれば伺い

たいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） しごと・ひと・まち総合戦

略がスタートいたしまして３年目を迎えますけれど

も、議員皆様並びに市民の皆様のご理解とご協力の

もと、人口減少率の緩和や出生率の増加など、少し

ずつではありますけれども、成果につながっており

ます。これも市内企業や各団体、そして市民の皆様

方のご協力のおかげでございます。また、人口減少

対策だけではなく、市役所で行われている行政サー

ビスは数多くありまして、窓口では戸籍や住民票、

国保や税金などの行政手続や介護の相談、福祉サー

ビスの申請や家庭の課題についての相談など職員は

毎日丁寧に対応しております。継続事業のほかに子

育て支援条例や学生地域定着推進、広域連携の協議

会の事業、統合中学校の校舎など新規事業について

もさまざまな課題を解決するために課長含めた担当

職員との意見交換をし、十分な議論の上、政策決定

をしてまいりたいというふうに考えてございます。

市長の仕事として、行政のかじ取りが重要な役割だ

というふうに思っております。今後も赤平市しごと

・ひと・まち創生総合戦略の４つの基本目標、そし

て第５次赤平市総合計画の５つのまちづくりの目標

に沿って市政執行していくためには、経験豊富な職

員の知識や技術、豊かな発想を持って市全体として

の意思統一を図りながら取り組んでまいりたいと思

いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 市長にはまだ企

業人としての民間的発想が抜け切れておりませんけ

れども、行政をつかさどるそれぞれの職員の長所を

把握しながら平等、公平に能力を伸ばしていただけ

ればと思います。これについての考え方あれば伺い

たいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 地方公務員法の目的の一つ

に能率的な行政運営の確保というものがございま

す。これは、市民のために最少の経費で最大のサー

ビスを提供するように能率の向上に努めなければな

らないということでございます。まずは、市民の意

見を聞き、実現するためには何が必要かを検討し、

協議することが重要となります。そのためにも職員

間での報告、連絡、相談を徹底するよう心がけてお

ります。また、係長、主幹、課長等新たな役職につ

いた職員の研修も行い、所属長である担当課長の意

見も踏まえ、必要に応じて意見交換等も行ってまい

りたいというふうに考えてございます。市役所内部
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の協議では、可能な限り課長と担当職員の意見を聞

き、市長としての判断をする際にもこれらを踏まえ

て総合的な判断のもとに赤平市としての意思統一を

図ってまいりたいというふうに考えてございますの

で、ご理解賜りたいというふうにお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 市長のただいま

の答弁、これは本当に理解することであります。今

まで私もいろいろ言いましたけれども、本当に今の

答弁にあるように、そのように謙虚な気持ちで今後

とも対応をよろしくお願いいたします。 

 大綱３、基金活用による運用益についてでありま

す。①、長期定期預金への切りかえについて。平成

27年12月の定例会で何億円もの財政調整基金、財調

を無利子で預金するのはもったいないと思いまし

て、運用益への考え方について提起したところであ

り、平成28年度から定期預金などによる基金運用が

なされていると思いますが、その運用方法及び収益

金について伺います。また、平成27年度決算書に

て、平成27年度末現在の各種基金残高の報告がなさ

れており、合計金額は約29億4,900万円であります

が、平成28年度末現在の基金残高の合計額の見込み

についてあわせて伺います。 

〇議長（北市勲君） 会計管理者。 

〇会計管理者（蒲原英二君） 長期定期預金への切

りかえについてお答えいたします。 

 本市における基金の管理方法につきましては、現

在市内金融機関の普通預金にて管理を行っておりま

すが、平成28年度中においての資金運用といたしま

して、６カ月の自由金利型定期預金の条件にて市内

６つの金融機関に対し利率の見積もりを行い、最高

利率の金融機関に２億円を預け入れし、利息額約17

万5,000円を収入し、条例に基づき基金へ積み立て

をしたところであります。平成29年度につきまして

は、同じく自由金利型定期預金による資金運用とし

て６カ月及び12カ月の預け入れ期間でそれぞれ３億

円ずつの計６億円を昨年度同様の方法により預け入

れを行うべく現在作業を進めているところでありま

す。また、ご質問の平成28年度末の基金残高であり

ますが、基金全体で約30億4,700万円が決算見込み

となっております。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

では、平成28年度末の基金残高合計見込み額30億

4,700万円になるということであります。現在平成

29年度において定期預金等による資金運用として、

６カ月及び12カ月のそれぞれ３億円ずつの計６億円

の預け入れ作業を進めているところでありますけれ

ども、それであれば思い切ってぎりぎりまでの見直

しを行い、歳計の現金不足時に一時借入金の利息を

節減するために行う基金の繰りかえ運用に備える

額、これを仮に10億円としますと、この分は普通預

金で管理するといたしましても、残りの20億円は定

期預金等にすることができ、しかもその半分の10億

円程度については１年を超える定期預金での運用を

考えてはいかがかと思っております。これぐらいの

金額になりますと運用益もかなりふえるわけで、利

息を有効に活用できるかと思います。思い切った提

案ですが、いかがでしょうか。普通預金から長期定

期預金への切りかえについて、１年以上ということ

になるでしょうけれども、よりよい考えがあれば聞

かせていただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 会計管理者。 

〇会計管理者（蒲原英二君） 普通預金から長期定

期預金への切りかえ等によるさらなる資金運用につ

きましては、他市町の状況を参考にするとともに、

今後の基金の流れや年度内の歳計現金不足時の繰り

かえ運用予定額の把握など財政担当とも十分に協議

をしながら検討し、安全かつ確実な資金管理に努め

てまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 それぞれの担当

課では、一円でも多くの予算が欲しいわけでありま

すけれども、考え方を切りかえることで金利による
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生産性を少しでも上げることができるのではと思っ

ております。今の提案がそのとおりになるとすれ

ば、100万単位の利益が出てくるかなと思っており

ます。そういう意味では、お互いない知恵を絞りな

がら、わずかでも財政の健全化に努力することを要

請いたしまして、この項を終わります。 

 次、大綱４、現代社会におけるペットとの共存に

ついてであります。①、ペットと同居可能な公営住

宅の整備について。現在高齢化社会の中で動物に心

の安らぎを求めて個人住宅で飼っている人、認知症

対策も兼ねてセラピー犬を配置している各種高齢者

施設もございます。公営住宅、いわゆる公住に住ん

でいる人は、基本的に犬、猫などのペットを飼えま

せんが、子育て世代が子供の情操教育のために動物

を飼うこともあり、また子育てが終わった人やひと

り暮らしの人たちが寂しさを紛らわすため、ここ数

年ペットと同居可能な住宅を建設してほしい、また

は整備してほしいという声が私のもとにも多く寄せ

られております。このことは、全国的に公住を抱え

る自治体の課題となっているわけでありますが、当

市にもいろいろな形での要望が来ているかと思われ

ますが、ペットと同居可能な公営住宅の整備につい

てはどのように考えているのか伺いたいと思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） ペットと同居可能な公

営住宅の整備についてお答えをいたします。 

 公営住宅法では、国及び地方公共団体が協力して

健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、

これを住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な

家賃で賃貸し、または転貸することにより国民生活

の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とす

るとあります。当市の現在の市営住宅の状況でござ

いますが、管理戸数は2,517戸で入居戸数５月末現

在1,509世帯でございます。高齢化が進み、65歳以

上の世帯比率は59％となり、そのうちひとり世帯は

30.5％となっているところでございます。今後も住

生活基本計画により建てかえ、除却が進められてい

くところであります。このような中、ペットと同居

可能な公営住宅の整備についてどのように考えてい

るかとのご質問ですが、現在市営住宅は公営住宅法

の基準、社会資本整備総合交付金事業により建設さ

れ、また管理されているところは、議員もご存じの

ことと思います。公営住宅は公のための住宅であ

り、公営住宅法、赤平市条例に基づいて、入居者の

募集、入退去、家賃の徴収等を行い、運営されてい

るところであります。そのようなことから、公営住

宅をペットと同居させる目的で建設すること、また

特定の目的の入居者を入居させることが現在の規定

ではかなわないこともご理解いただけると思いま

す。しかしながら、議員のおっしゃるとおり整備し

てもらいたいという声があることは承知しておりま

すことから、今後におきましては住生活基本計画の

見直しの中で検討していくことが必要と考えており

ます。しかし、さきに述べたことから公営住宅とし

て建設は難しく、ほかの市の単独事業、政策として

建設においては財源の確保、管理の方法などさまざ

まな問題が発生することも予想されます。今後住生

活基本計画の見直しの中でペットと同居可能な公的

住宅の建設の可能性を検討してまいりますので、ご

理解いただきたくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいま話に出

ました住生活基本計画、この見直しについては、い

つごろどういう形で決めることでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 住生活基本計画につき

ましては、平成27年３月に作成をいたしましたの

で、平成36年度までの計画でございますが、中間時

期であります31年度に見直しの検討をいたしますの

で、ご理解いただきたくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で理解いたしました。現段階でペットが同居可能と

いうことは、公営住宅なだけに大変難しいことは十

分承知しているところでございます。時代のニーズ
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ということもございまして、市民の要望にも応えて

あげたいわけであります。ただいま言いましたよう

に、住生活基本計画の見直しということで先の話で

はありますけれども、その中でこの可能性について

検討していただければというふうにお願いします。

大変なことだと思いますけれども、どうか前向きで

の検討よろしくお願いいたします。 

 次、②、動物愛護法下におけるペットとの共存に

ついてであります。この質問は、動物の命の大切さ

をどう認識するかにかかってまいります。近年ブリ

ーダーの倒産による多頭飼育の崩壊が動物虐待とし

てテレビや新聞報道になることもしばしばございま

す。そのほかに個人的にもさまざまな理由でペット

を飼い切れない事情が発生する場合が多々あるわけ

でございます。転勤や家族の事情による引っ越し、

公住の住みかえ等、住宅移転に伴うペットの遺棄が

あり、現在では高齢者の孤独死によるペットの悲劇

もよく報道に出てまいります。公営住宅が比較的多

い当市においても公住の住みかえ時には、特に猫の

遺棄が多く見られまして、野良猫となり年々ふえ続

け、ふん尿などにより畑の作物や庭木などに被害が

及んでくるわけであります。被害をこうむった人

は、猫を目のかたきとし、愛猫家はそれをよしとせ

ず、互いに解決のできない地域の大きな課題となっ

ているところもあるわけでございます。一昔前まで

犬や猫などは捕獲されると全てが保健所送りとな

り、屠殺処分されていましたが、現在では動物愛護

法が強化されるとともに市民要望も後押しして、各

自治体でも動物の命に対して前向きに取り組む姿勢

が見えてきているようでございます。近隣自治体で

も犬や猫の里親探しを積極的に行うようになり、殺

処分の延期を検討する保健所も出てきているようで

あります。また、動物愛護の気持ちから遺棄された

犬、猫を個人的に多頭飼育している人もいるわけで

ございまして、そのほとんどの人たちが小犬や小猫

がふえないよう避妊や去勢手術などに経済面でも大

変苦労されていることを時々耳にいたします。ま

た、預かりボランティアやボランティアグループに

よる施設での共同飼育により多くのペットの命が救

われているケースもあるわけであります。人それぞ

れが個々に動物の命の大切さを思う気持ちはあって

も、それだけでは多くのペットの命を救うことがで

きないのが現状でございまして、市民と行政の共同

認識による作業があってこそ動物の命が救われるこ

とになるかと思うところでございます。古い住宅を

ボランティアグループに開放するとか、ペットの避

妊、去勢手術の費用を公費で半額助成するとか可能

かと思いますが、動物愛護法と命の大切さについ

て、またその対処法についての行政の考え方につい

て伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 動物愛護法下にお

けるペットとの共存につきましてお答えを申し上げ

ます。 

 動物の愛護及び管理に関する法律、いわゆる動物

愛護法は、ご存じのとおり人と動物の共生する社会

の実現を図ることを目的としておりまして、動物の

虐待や遺棄を防ぎ、動物の適正な取り扱いや動物の

健康と安全を守ることを通じまして、命を大切にす

る心豊かで平和な社会を築くとともに、動物をただ

かわいがるだけではなく正しく飼養し、動物による

人の生命、身体及び財産に対する侵害や騒音や悪臭

など生活環境の保全上の支障を防止することを目指

しております。当市におきましては、現在登録済み

の犬は402頭を数え、猫も相当数おりまして、愛犬

家、愛猫家が多くいらっしゃいまして、大半の方は

マナーを守り適切に飼養されているのではないかと

考えておりますが、滝川保健所におきましては昨年

度犬が21頭、猫が67匹引き取られており、そのうち

当市から引き取られた犬は２頭、猫は１匹おりまし

て、全て譲渡されたとご報告いただいたところでご

ざいます。今年度につきましては、まだ当市からの

引き取りはないものの、先日も新しい飼い主募集を

実施したところ、無事子猫でございますけれども、

３匹譲渡できたというふうにお話も伺っているとこ

ろでございます。このほか、滝川市に殺処分ゼロを
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目指し、犬猫保護ハウスをつくりたいとして、動物

保護ボランティアの方が中心となって活動されてお

りますし、長沼町にございますＮＰＯ法人におきま

しても行政処分される犬、猫を引き取りまして飼い

主の募集をしており、さらに野良猫に餌を与えるだ

けでは飼い主不明の猫が集まり子猫を産み、結果と

してまた不幸な猫がふえてしまうことから、お話の

ございました避妊、去勢手術の費用の助成につきま

しても北海道内を対象として実施しておりまして、

このような情報を関係機関等との連携を図りながら

発信していきたいと考えておりまして、さらに動物

愛護法の第４条では９月20日から26日までを動物愛

護週間と定めてございますことから、この時期に合

わせまして命あるものでございます動物の愛護と適

正な飼養につきましてＰＲしていきたいというふう

に考えているところでございます。 

 以上、よろしくご理解賜りますようお願い申し上

げます。 

〇議長（北市勲君） 若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

理解いたしました。地域の問題では、やっぱり猫が

多いわけでありますけれども、いわゆる猫だらけと

いうふうにやゆされる地域もございますが、紛争の

種の野良猫をふやさないこと、命のコントロールと

いうことも大切であります。その部分のところは保

健所送りがなく、いわゆる救済の方向に今進められ

ている話がございましたので、そういうことでは本

当に理解のできる答弁だったなというふうに思って

おります。問題が発生したときは、これからは先の

話になりますけれども、十分に相談に乗っていただ

きたいと思っております。なお、９月20日から動物

愛護週間とのことでありますけれども、命ある動物

の愛護とマナーを中心とした適正な飼い方について

のＰＲをよろしくお願いしたいと思います。やっぱ

り愛猫家もおりますけれども、愛犬家もおりますけ

れども、マナーが悪いということは非常に苦情の出

るもとになりますので、この辺のところをしっかり

とＰＲしていただきまして、そのことを要請いたし

まして私の質問を終わります。 

 以上をもちまして、私の一般質問の全てを終わり

ます。それぞれに答弁ありがとうございました。 

〇議長（北市勲君） 質問順序５、１、市民がまち

づくりに関わりやすい仕組みづくりについて、２、

近隣地域との連携について、３、わかりやすいまち

の印象づくりについて、４、高齢者が安心して住め

る環境づくりについて、５、青少年のスポーツ育成

について、議席番号３番、植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、一般質問をさせていただきますので、ご答弁

のほどよろしくお願いいたします。 

 大綱１、市民がまちづくりに関わりやすい仕組み

づくりについてお伺いをさせていただきます。ま

ず、市民がまちにかかわるかかわり方といたしまし

ては、さまざまな形がございますけれども、内閣府

の調査によりますと、今高校や大学生が授業内で社

会と通じ合うためのボランティア活動の時間が年々

ふえているという傾向にございます。さらに、この

国民の意識調査の中におきましては、ボランティア

活動に関する情報提供、マッチングの支援、ボラン

ティア休暇制度などの普及を行うことの要望が多く

なってきているという調査結果がございます。当市

におきましても、そのような取り組みを強化するこ

とは大切になってきているのではないかというふう

に感じています。そう考えますのも、まちづくりに

関するメンバーの固定化や各イベント、お祭りなど

でも人手が足りなくなってきているという現状があ

るからでございます。そこで、もう少し多くの市民

がまちづくりにかかわりやすい仕組みをつくってい

ただきたいという観点から質問をさせていただきま

す。①、年間行事カレンダーの制作についてお伺い

をさせていただきます。先日住民懇談会の際にも意

見がありましたけれども、赤平の行事、イベント情

報が地元新聞などにも掲載が少ないなどという意見

も寄せられていました。私のところにおきまして

も、赤平のイベント情報をもっと発信してほしいと

いう意見は寄せられています。そして、イベントに
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かかわっている者からしてみますと、行事の準備に

没頭していまして、なかなか掲載する新聞に伝えれ

なかったりだったりとか、タイミングが図れなかっ

たりだったりだとか、経費もなくて掲載ＰＲの方法

がうまくできなかったりだったりとかいうその歯が

ゆさが感じる部分もあるのは現状です。それぞれの

興味のレベルによりまして、またその視覚的に活字

の見え方も変わってくるというふうに思いますけれ

ども、人口の少ない地域におきましては、日ごろか

らのまちづくりの行事、イベントの情報を民間主催

のもの、行政主催のもの関係なく、市民に発信する

工夫が行政においても必要な観点ではないかなとい

うふうに強く感じております。先日ある高齢者の家

にお邪魔をした際に、皆さんもご承知のとおりだと

いうふうに思いますけれども、赤平ラブリバー推進

協会が作成していまして全戸配布しているカレンダ

ーですけれども、１年間見渡せるものですが、日程

がとてもわかりやすく見やすいというご意見をいた

だいてございます。そのように誰もが見やすいよう

な１年間の行事を掲載しているカレンダーを作成す

るという方向性はいかがでしょうか。その作成方法

にもいろいろとあるというふうに思いますけれど

も、民間主催の行事やイベントも掲載の希望をとり

まして、市民が１年間の赤平の行事やイベントがわ

かりやすく、年間行事に参画しやすいような方向性

を築けるのではないかなというふうに感じますけれ

ども、この件につきましてはいかがお考えでしょう

か。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 年間イベントカレンダー

の制作についてでございますけれども、市のホーム

ページに年間行事というページがございまして、ト

ップページから進むことができます。月間カレンダ

ー形式で行事の名称、時間、場所、申し込み先など

を掲載してございます。主に広報あかびらに掲載し

たお知らせ欄などから行事を抜き出しまして登録し

てございます。行事は、市及び市に関係する団体な

どが主催するものや共催、後援などで参加している

ものを掲載してございます。市内の団体や企業でさ

まざまな行事、催しが行われてございますが、市が

関係する行事以外は扱ってございません。例外とい

たしまして、福祉、健康、スポーツ、文化、防災、

防犯など市民に対する公益につながる中身につきま

しては、それぞれ内容を判断しながら掲載する場合

もございますが、原則的に行政といたしましては行

事の目的や結果が団体や企業の直接的な利益となる

という判断がされる場合については、ほかの団体と

の利害関係が生じることがございますので、市の媒

体でお知らせすることはできないものというふうに

考えてございます。行政にてカレンダーページを運

営するとなりますと、公益性や全体のバランスを見

ながら、結局は何らかの制限がかかったものとなっ

てしまうかと思いますので、市民団体の行事を広く

一律に掲載するということは難しいと考えてござい

ます。市民活動の周知につきましては、広報あかび

らへの掲載などのお問い合わせを受けることがあり

ますことから、今後例えば広報あかびらの中で市民

活動を紹介するコーナーを設けるなど比較的制限を

緩和して周知を行う方法を検討してまいりたいと考

えてございます。その場合も一定のルールは必要と

なりますが、広報やホームページへの有料広告の掲

載との兼ね合いがございますので、これらを踏まえ

てまして進めてまいりたいと考えてございます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいま行政が

主催であるからということと民間のそういった利益

性が発生するからということのお考えもお聞きしま

したけれども、やはりこれからは互いに協力し合う

場面というのが、今もですけれども、たくさんある

というふうに思うのです。ですから、協力体制を高

めていくという観点においては、もう少し幅の広い

視野が必要になってくるのではないかなというふう

に感じていますので、そのあたりもご検討いただけ

るということだったのですけれども、今はちょっと

カレンダーと、紙媒体のことでご質問していますの

で、その紙媒体というか、広報のほうの充実を図っ
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ていただけたらなというふうに思っています。それ

で、要望になりますけれども、年初めにそういった

情報を集約するというのはとても難しいというふう

に思うのです。それで、１年間のそういったカレン

ダーは難しかったといたしましても、広報にごみの

お知らせというのが毎日カレンダー形式で入ってい

るのです。何かそういったものに折り込むであった

りとか、例えば今せっかく赤平のラブリバーの推進

協会のカレンダーがあるものですから、そういった

方たちと協力し合うだったりとか、そういったスタ

ンスもあっていいのではないかなというふうに思っ

ています。先日３月に札幌赤平準備会というのが札

幌で実は開催したのですけれども、赤平出身者にも

多く集まっていただいたのですが、そこでスタッフ

側で年間の月別イベントカレンダーというのをつく

って配ったのです。それが結構好評でありまして、

赤平のまちづくりに参画したいというお話もいただ

いたぐらいだったのです。ですから、後ほど携帯電

話の情報発信のことも言いますけれども、今はちょ

っと紙媒体としてやっぱりＴＰＯに関係して情報の

見やすさだったりとか、わかりやすい情報提供のあ

り方というのを考えていくのは大変必要なことだな

というふうに思いますので、今後も検討いただきた

いというふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、関連いたしまして②の携帯電話を利

用した行事の情報の発信についてお伺いさせていた

だきます。今ではソーシャルメディアという世界で

フェイスブックやラインといったＳＮＳの活用が大

変活発であるということは、ここにいらっしゃる皆

様もご存じかというふうに思いますけれども、さま

ざまなデータを配信できまして、ビジネスや出会い

の場をつくるだったりとか、大変可能性を見出せる

世界観があるものとして活用されていることですけ

れども、その活用されている人も年々多くなってご

ざいまして、平成27年度の総務省の調査によります

と、その１年間で利用した経験のあることを尋ねた

アンケートの中では、ラインというものを皆さんご

承知かと思うのですけれども、約40％の利用率とい

うこととフェイスブックといったものが35％、ツイ

ッターが31％の順となっておりまして、年代別に利

用はやはり年齢層が高くなればなるほど下がってい

る傾向にはありますけれども、フェイスブックにつ

きましては、20代以下で約５割、30代、40代で４割

弱、60代以上で２割以上の人が見ているということ

でございまして、情報の普及率といたしましてはフ

ェイスブックというものが安定しているのではない

かなというふうに思います。また、その逆にパソコ

ンを開いてメールを確認するといったことよりも、

手元にある携帯電話でメッセージを確認するであっ

たりとかということも、返事もすぐできて大変便利

であるということで、最近私もそうなのですが、パ

ソコンでそういった確認をするよりも携帯電話での

連絡をやりとりするだったりとかタブレットでやり

とりするということが本当に多くなってきている世

界だなというふうに思います。それと、最近企業の

中におきましても、そういったＳＮＳを利用した情

報交換であったりとか、昨年の防災現場のところで

は、建設業界におかれましてはラインでもやりとり

していまして、やはり話すよりも全体に周知もでき

るケースの割合が大変迅速に対応できるということ

で評価されていることでございます。そこで、当市

におきましてもソーシャルネットワークの利便性を

活用いたしまして、市内の行事であったり、イベン

ト、まちづくりの情報発信をする仕組みをつくって

はいかがでしょうかというふうなご相談でございま

す。スマホ普及率もアップしているというふうに思

いますし、情報を見に行くといった感覚ではなく

て、情報をいち早く目の前にとどめさせるといった

工夫が必要な今現代であるというふうに思いますの

で、情報発信をする際に行事やイベントの協力者、

ボランティアの呼びかけなどを同時にしながら民間

連携との連携も必要となってくるかというふうに思

いますけれども、市民とテンポよく情報発信、収集

に努めていただきたい、工夫も考えていただきたい

と思いますが、この点につきましてはいかがでしょ
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うか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 携帯電話を利用した行事

情報の発信についてお答え申し上げます。 

 現在赤平市におけるインターネットを介した情報

発信でございますが、公式ホームページとフェイス

ブックで行ってございます。フェイスブックは、携

帯端末でも見ることができますし、市から発信する

情報を気軽に目にすることができるかと考えてござ

います。当初例として挙げられましたラインの活用

も検討いたしましたが、ラインは直接メールのよう

に携帯端末への情報を送り込むことができる反面、

まずは赤平市の情報を受け取るという登録をしても

らいまして、意思表示された方に対し情報提供をす

る形となりますので、広く周知するという点につき

ましてはフェイスブックのほうが比較的に有効であ

ろうと判断した経緯がございます。そのほか、ＳＮ

Ｓにはさまざまなものがございますけれども、多く

の取り扱いをいたしますと管理が難しいことから、

フェイスブックに絞って情報発信を行ってございま

す。赤平市のフェイスブックを開設いたしまして１

年が経過いたしましたけれども、試行錯誤をしなが

らこれまでは主に行事の結果についてお知らせする

ことが多かったというふうに思います。行事の開催

前にフェイスブックの記事を投稿していけば、お手

伝いが必要になったときの募集でありますとか、当

日の集客効果を上げることにつながっていくという

ふうに思いますので、今後そうした活用についても

行ってまいりたいというふうに考えてございます。

ＳＮＳにつきましては、ごらんになった方が情報を

拡散させるという機能がございますので、さらに情

報を広めてもらうことができると考えております。

市といたしましては、市民の皆様に赤平市役所のフ

ェイスブックをごらんいただけるよう、また情報の

拡散にご協力をいただけるよう周知を図ってまいり

たいと思いますので、ご協力、ご理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 私も赤平市のフ

ェイスブック見させていただいていますけれども、

大変きれいな画質で、景色だったりとか子供たちの

表情だったりとか大変楽しみにさせていただいてい

ます。それで、その情報発信共有をぜひ続けていた

だきたいというふうに思っていますが、赤平市とし

ても立ち上げていただいていますので、ここにいら

っしゃいます皆様もぜひフェイスブックのアプリケ

ーションを登録していただいて、ぜひぜひフェイス

ブックで情報シェアできますので、そういったこと

を確認したり、そういうシェアをしたりとかという

ことの普及活動を皆様とともにやっていけるような

体制づくりというものもこれから必要になってくる

のではないかなというふうに思っております。それ

で、そういったフェイスブックを実はアプリケーシ

ョンとして登録していないと、ちょっと知らない方

もいらっしゃるというふうに思いますので、１年間

を経過して、これからどんどんそういった情報を発

信していきたいというふうな今意気込みを聞いた中

ではフェイスブックとして赤平も情報発信していま

すと、そのアプリケーションだったりとかダウンロ

ードだったりとか、ごらんくださいというような周

知だったりとかというものも広報あかびらとかで積

極的にしていただくべきではないかなというふうに

思っていますので、そういったところもご対応よろ

しくお願いいたします。 

 続きまして、③に入らさせていただきます。当市

の独自のボランティアポイント制度の検討について

お伺いをさせていただきます。本年度の当市の取り

組みにおきまして、市民の自発的な公共活動を応援

するとともに年間市税の１％を上限額として市民発

案の施策を実現するなどといったより一層の市民参

画のまちづくりを推進していくと掲げられておりま

して、その取り組みに対しましては大変期待をして

いるところでございます。多様化する時代背景の中

におきまして、組織、団体としてだけではなく、個

人としても地域づくりやボランティアしやすい仕組

みづくりというのも同時に強化をしていただきたい
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というふうに思っています。そこでなのですけれど

も、これまでも何度か質問をさせていただいてござ

いますけれども、ポイント制度の導入の提案を再度

させていただきたいというふうに思います。また、

それも当市独自のあり方のポイント制度をぜひ見出

していただく時期ではないかなというふうに感じて

おります。まち全体の行事、イベントの協力体制、

またさらに商店街の活性化、福祉施策の問題など、

多部門にわたりましてまちづくりというか、市民の

かかわり方が今高めていく仕組みづくりというのが

本当に求められているのではないかなと思いまし

て、それに対しましてはこのポイント制度というも

のが可能性が高いのではないかなというふうに感じ

るところがございます。苫小牧市の事例で言います

と、ご存じの方もいらっしゃるかというふうに思い

ますけれども、とまチョップポイント制度というの

があります。とまチョップというのは、地域のキャ

ラクター名でございますけれども、この内容といた

しましては、市内でためて市内で使えるお得なポイ

ントカードということになっていまして、市内のと

まチョップポイント加盟店で買い物をした際に100

円で１ポイントたまるのです。そしてまた、市民の

行事だったりとかイベントに参加したり、公共施設

を利用するとポイントがたまります。そして、近く

の大型スーパー、ショッピングモールなどでもポイ

ントがたまる仕組みになっていまして、そのためた

ポイントを１ポイント１円として市内の加盟店で利

用することができるという仕組みでございます。こ

れは、ある一つの例でございますけれども、このよ

うにさまざまな分野においてポイントがたまるシス

テムをつくり上げている市も最近はございますの

で、市民がまちづくりに参加しやすくする工夫の一

つとして、また同時にまちづくりの活性化につなが

るということの観点でこのポイント制度の仕組みを

当市の関係者におきまして検討を進めていただきた

いというふうに思うのですけれども、この点につき

ましてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 当市独自のボランティア

ポイント制度の検討につきましてお答え申し上げま

す。 

 ボランティア活動の促進やボランティア未経験の

方々がボランティア活動を始めるきっかけといたし

まして、またボランティア活動に従事している方が

さらに活動に張り合いが持てるようにする目的でボ

ランティアポイント制度の検討が各自治体で行われ

てきてございます。特に介護支援ボランティアポイ

ント制度につきましては、さまざまな自治体で取り

組みが行われておりまして、当市におきましてもエ

リアサポーターによります有償ボランティア制度の

導入がスタートしたところでございます。ご質問に

ありますまちづくりに参加することによる赤平の活

性化につながるボランティアポイント制度でござい

ますが、行政が指定した活動のみを対象とすると、

ボランティア精神からの乖離や行政ができない部分

を安易にボランティアにお願いしているという反発

も予想されることから、慎重な検討が必要であると

いうふうに考えているところでございます。町内会

活動、ＰＴＡ活動、福祉活動などボランティア活動

ともとれる活動が多く存在しているということもご

ざいまして、対象事業の選定についても十分な検討

が必要と考えているところでございます。また、ポ

イント管理やポイント還元の方法なども常に見直す

必要が生じてきますし、活動者の満足度でございま

すとか活動の広がりについても検証していかなけれ

ばならないものというふうに考えられるところでご

ざいます。今年度からスタートいたしましたエリア

サポーターの有償ボランティア制度と共通している

ところも多いと思われるために、導入実績の評価と

あわせまして今後検討してまいりたいと考えてござ

います。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいま紹介に

もありましたように、そのポイント制度の取り組み

が結構全国的に広がりを見せつつあるのかなと思い

ますし、ぜひそういったところにも視察に行ってい



 －94－ 

ただけたらなだったりとかというふうに思います。

それで、最近はポイント制度に向けた端末機械とい

うのも充実をしているというふうに伺っていますの

で、このポイント制度のことにつきましては、私だ

けではなく、同僚議員も今まで何度か質問で導入の

可能性についてはお伺いをさせていただいている経

緯もありますので、ぜひ前向きにお考えをいただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱２に移らさせていただきます。

近隣地域との連携について、①、林業学校誘致の協

力体制についてお伺いをさせていただきます。全国

には、群馬や京都など８府県に公立の林業学校があ

りますけれども、北海道にはございません。それ

で、関係者からはやはり林業王国としての北海道の

教育環境がおくれるといった指摘もあるほどでござ

います。そのような背景から、市有地の約９割が森

林を占める隣町の芦別市で道立林業学校の設置を目

指す誘致期成会が設置されまして、誘致の活動が高

まっていると伺ってございます。また、この取り組

みに関しましても近隣地域との連携を大切にいたし

まして、可能性を模索しながら道に対し信頼を高め

要請をしていくことが必要であるというふうにも伺

ってございます。セミナーなども開催し、準備を進

めているところとも伺ってございます。そこで、当

市におきましても高校がなくなり、若者離れがある

中でございますけれども、近隣地域に学校が誘致さ

れるということは大変喜ばしいことでございまし

て、また当市には木材に関係する企業もありますこ

とから、さまざまな場面で連携し、人材教育や商品

開発など共通した地域の話題性や新たな活性化を生

むのではないかというふうに期待されると思いま

す。そのような可能性も予測されますことから、隣

町芦別市の林業学校誘致に向けた当市としてのかか

わり方のお考えをお聞かせいただきたく思います。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 農政課長。 

〇農政課長（野呂道洋君） 林業学校誘致の協力体

制についてお答えさせていただきます。 

 芦別市は、議員がおっしゃいますとおり北海道立

林業学校設立に向け芦別市北海道立林業学校設立誘

致期成会が中心となりまして設立誘致活動をしてお

り、昨年６月には当市に対しまして芦別市長を初め

設立誘致期成会会長など関係者によります設立に向

けた趣旨説明を受けたところでございます。森林所

有者や林業従事者の高齢化により、北海道を取り巻

く林業行政は後継者不足を招いており、国土の保全

や水源の涵養に深刻な影響を与えております。この

ようなことから、当市としても芦別市の林業学校設

立に向けた取り組みは大変有意義なものと認識して

おりまして、設立に向けた具体的な要請など現在ご

ざいませんが、期成会主催のセミナーなどには積極

的に職員が参加しているところでございます。林業

学校が設立された後は、当市の林業や木材関連企業

への就労などにも好影響を与えるものと考えており

ます。今後とも協力を惜しまず、また期成会の活動

など注視してまいりたく存じますので、ご理解いた

だきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいまセミナ

ーなどにも積極的に参加、ご協力いただいているこ

との経緯を聞きましたので、安心しました。今後の

誘致会の動向に合わせましてやはり市内の木材業者

とも連携し合いまして情報共有しながら、当市とし

ての協力体制を強化していっていただきたいなとい

うふうに要望させていただきます。よろしくお願い

いたします。 

 続きまして、②、着地型観光についてお伺いをさ

せていただきます。多様で個別化したニーズの観光

客がふえている中で観光客の受け入れ先が地元なら

ではのプログラムを企画いたしまして、参加者が現

地集合、現地解散するといった新しい観光の形態と

して着地型観光というものが全国で広がりを見せつ

つあります。そして、この着地型観光の協定が先日

新聞報道で滝川市と砂川市で結ばれたという報道が

ございました。そこで、私本当に赤平がどうして入

っていないのかなというのが大変残念に思った一人
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であります。関係者に聞いたところによりますと、

やはり赤平というものは滝川、砂川にはない魅力を

持っているということで、幅広いサービス内容を提

供するのは一緒にやっていただけたらなというご意

見もいただいているところでございます。途中から

加入することも可能だというふうなこともお聞きし

てございますが、当市としてもぜひ前向きにお考え

をいただきたいなというふうに思いますが、この点

につきましてはいかがお考えでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 着地型観光につ

きましてお答えさせていただきます。 

 着地型観光につきましては、観光客の受け入れ先

が地元ならではのプログラムを企画し、参加者がみ

ずから現地に赴き体験をする新しい観光の形態で、

今までの出発地の旅行会社が参加者を目的地に連れ

ていく発地型観光と比べて地域の振興につながると

言われているものであります。また、インバウンド

につきましてもこれまでの団体旅行から家族などの

少人数で行動する個人旅行型に移行しておりまし

て、さらにこれまでの爆買いと呼ばれた消費型から

体験型の旅行者が多くなってきております。このた

び地域の観光を一体的に担うＤＭＯの中空知版の設

置に向けた滝川砂川着地型観光推進協議会が設立さ

れ、赤平市につきましては現段階では加盟はしてい

ないものの、ＤＭＯの研修、民間主導の参加者の発

掘などともに検討をすることとなっておりますの

で、近隣地域との連携を模索しながら着地型観光に

つきまして検討してまいりたいと思いますので、ご

理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ともにそういっ

た学ぶ姿勢でいていただいて、ぜひそういった思い

を共有していただきたいなと思うのですけれども、

実は先日国土交通省の着地型観光の旅行の年間の推

移を見てみました。その中でさまざまグリーンツ

ー、エコツーリズム、ヘルスツーリズム、文化観光

等があって、その中に産業観光という分野があるの

ですけれども、その中で市場が最も大きいのが実は

産業観光なのです。それで、この産業観光というの

が工場見学だったりとか歴史的機構の見学体験とい

ったものの分野なのですけれども、その次に文化観

光というのがあります。それで、年間259万人のう

ち63％、163万人もそういった産業観光であったり

とか文化観光というものにこの着地型観光というも

のが大変好評だということのデータが出ています。

ですので、赤平にとってはとってもいいチャンスか

なというふうに思います。ですから、この着地型観

光を推し進めるには、ともに民間の組織部隊も必要

になってくるのではないかなというふうにありまし

て、その部分はまだ課題もあるというふうに思いま

すが、ぜひその観光協会やそのほかの団体と早速協

議を進めていただくなど前向きにさらにご検討いた

だきたいなというふうに要望をつけ加えさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、③のサイクリングツーリズムについ

てお伺いをさせていただきます。今空知の中でもサ

イクリングに関するイベントが多くなってきてござ

います。美唄におきましても、台湾との交流で多く

の企業人や学生を呼び込みまして、サイクリングツ

ーリズムや地元体験などを提供しているようです。

空知各地におきましても、ことしは新たなコースが

提案されると伺っています。その中でもここの東空

知地域というところが大変出おくれているというふ

うに伺っています。なかなか一つのまちでは魅力が

完結できないところというのもあるのかもしれない

のですけれども、だからこそこの近隣地域との連携

を通じてサイクリングツーリズムを当市としてもリ

ードして具体的に考えていくときではないかなとい

うふうに思っています。また、当市も参加している

石狩川流域圏会議におきましては、流域の豊かな水

質源であったり、自然環境、農業、道路、空港、港

湾などに社会資本を基調にして新たな資源や可能性

を掘り起こすための取り組みとして川を軸にしたサ

イクリングコースの充実が図られています。この本

当の裏の狙いは、観光という観点だけではなくて、
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川の流域の人々のコミュニケーションを図ったり、

自然災害などが発生した場合に連携をしっかりとと

れる状態にしておきたいということも狙いの一つで

はあるというふうに伺っています。このたび菊島市

長におかれましても石狩川支川で最も長い空知川の

治水促進期成会としての会長にもご就任されたとい

うこともありまして、その辺の観点でもぜひこのサ

イクリングツーリズムに関しまして、前向きにご検

討いただきたいというふうに思いますが、この点に

つきましてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） サイクリングツ

ーリズムについてお答えさせていただきます。 

 サイクリングツーリズムにおきましては、北・中

空知ツーリズム推進協議会におきまして平成27年度

より北海道スイーツライドｉｎ北＆中そらちと題し

て地域の景色を楽しみながら各休憩所において地元

のスイーツを楽しむスローサイクリングを実施して

おります。平成28年度につきましては、赤平市を通

る全長約80キロのコースに40名の参加があったとこ

ろであります。今年度につきましては、まだ開催に

ついては未定ではありますが、北中空知の各市町と

連携を図りながら検討をしてまいりたいと思いま

す。また、サイクルツーリズム空知推進連絡会にお

きましても各ツーリングコースの設定や外国人観光

客の受け入れを行っており、また先ほど議員からあ

りました石狩川流域圏会議におきましてもサイクリ

ングコースをつくっておりますので、事業の内容等

確認させていただき、連携を図れることがないのか

協議をしてまいりたいと思いますので、ご理解賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ぜひここの東空

知地域をリードをしていただくような気概を持って

お願いしたいなというふうに思います。前向きなご

答弁いただきましたので、これから期待させていた

だきたいと思います。 

 続きまして、大綱３に移らさせていただきます。

わかりやすいまちの印象づくりについて、①、農産

品ＰＲ映像制作についてお伺いをさせていただきま

す。当市のふるさと小包、ふるさと納税でお米のお

いしさというのが一定の評価をいただいているとこ

ろだというふうに思いますが、最近赤平に農業の印

象が余りないよねということを言われることが多い

です。でも、一度食べたらやはりおいしいというこ

とで高い評価をいただいていることは確かですの

で、もしかするともっとＰＲが赤平は米だよね、農

家というイメージがもっと高くなれば、さらに農家

に対する注目度が増しまして、農家の発展にもつな

がっていくのではないかなというふうに思います。

赤平の特産品を広めるためにも、まず農業に特化し

た映像づくりというものもお考えいただきたいとい

うふうに思います。そして、１年間にどさんこプラ

ザ、札幌駅のところであったり、本州でも赤平のお

米というのは売られているのですけれども、そこに

販売と同時にＰＲ映像を流しながら販売をすると、

大変効率もいいのではないかなというふうに思いま

す。また、ネット上にもアップすることができると

いうことで有効的な利用ができるのではないかなと

思うのですが、このあたりについてのお考えをお聞

かせいただきたく思います。 

〇議長（北市勲君） 農政課長。 

〇農政課長（野呂道洋君） 農産品ＰＲ映像の制作

についてお答えさせていただきます。 

 当市の農産物の使用作物は、ご承知のとおり米で

ありますが、米以外の農産品の知名度については、

対外的には余り浸透していないのが現状となってい

るところでございます。また、議員ご提案の農産品

のＰＲ映像につきましては、今まで市では制作して

いないところでございます。今後につきましては、

特産品推進協議会やベストライス赤平など関係団体

との意見交換や先進事例などを参考としながらＰＲ

映像の制作も含めどのような手法を用いることが赤

平市のみそなどの加工品を含めた農産品の認知度を

向上できるかを研究してまいりたく存じますので、

ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 赤平市のしごと

・ひと・まち創生総合戦略でＰＲ映像というのが作

成の事業の中に一つあるのです。その事業の中で

は、こういった農産品映像の制作というものが該当

しないのか。今のその状態、もしその中に組み込ん

でもらえるのだったら、追加で制作してもらえるよ

うなお考えというのはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 農政課長。 

〇農政課長（野呂道洋君） 移住、定住プロモーシ

ョンの動画につきましては、既に作成が終わってお

りまして、首都圏などで発信ＰＲしておるところで

ございます。今後新たに作成する際には、農産品Ｐ

Ｒ動画作成についても検討してまいりたく存じます

ので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 実は、他市でも

大変この農業景観を映し出した映像ってすごく多く

なってきているのです。ぜひ確認していただいて、

当市でも赤平の自然景観をしっかりとわかってもら

えるような映像制作というのを推進していただきた

いなというふうに思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 続きましての質問に移らさせていただきます。②

の公用車の市名表記デザインについてお伺いをさせ

ていただきます。当市の公用車につきましては、市

名を表記していない車が多い印象がございます。先

日も市民からどうして表記されている車両とそうで

はない車があるのかというふうにも問われました。

その中でも私物で使っていてもわかりませんよねと

いうことまでちょっと問われたわけなのですけれど

も、そういった中で市内で移動中、市民もやはりそ

ういった行政の皆様の動きというものを大変注目さ

れているようで、やはり喫煙であったりとか、携帯

だったりとかという安全面とかも大変心配する声を

寄せられています。市職員の皆様におきましても運

転マナーに強化いただくべきところが見受けられる

ようでございますので、その件におきましても公用

車の市名の表記に関しては、乗る側も見られること

を意識するような効果もあるというふうに思うので

す。また、最近ではまちのロゴマークであったりと

かスローガンを表記するといった公用車も見かける

ようになりました。市外に出ることも多い公用車だ

と思いますので、宣伝カーの効果にもなるというふ

うに考えられますが、このような考え方から今後当

市におきましても公用車にまちの市名表記やデザイ

ン性を盛り込んだことに関しまして、お考えござい

ましたらお聞かせいただきたく思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 公用車の市名表記デザイ

ンについてお答えをさせていただきます。 

 現在病院を除き本市で所有している車両は、除雪

車両等含めて69台ございますが、そのうち30台の車

両には赤平市と表示がされております。現状半数以

上の車両が市名を表示しておりませんが、議員ご指

摘のとおり公用車であることを視覚的にも明確化す

ることにより、利用する者が公用車であることをよ

り意識し、安全意識やマナーの向上につながるもの

と思われますし、近隣市町でも行っている市の名称

だけでなく、市の特徴等をデザイン化することによ

り、市民はもとより市外への出張の際には本市のＰ

Ｒにもなるものと思われますので、除雪車両のよう

に用途により表示が定められているものを除き、ど

のような表示の仕方が適当なのか関係課と協議の

上、表示に向けて検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ぜひよろしくお

願いいたします。 

 続きまして、③番目の町名と地番の見直しについ

てお伺いをさせていただきます。豊丘南団地にマイ

ホームをという呼びかけをしながら定期借地権制度

といたしまして始まりまして、多くの住宅建設が行

われています。若い世代にも好評でございまして、

今では高台に新しい住宅が建ち並ぶエリアとして大
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変注目されている住宅街だというふうに思います。

しかし、豊丘南と通称名で呼ばれてございますけれ

ども、実際のところは字豊里というところで、バイ

パスを超えた赤間地区やパークゴルフ場までがその

範囲の字豊里とされています。また、町内会の活動

は、豊丘町に加入するといった複雑な状態であると

感じています。さらに、住んでいる方たちからもイ

メージとしてどうなのだろうかということだったり

とか、今どきやはり字という地名はどうなのですか

ということで問われるケースが多くなってきてござ

います。また、当市におきましては、そのほか字赤

平という町名も存在してございまして、住友地区か

ら日の出の範囲も同様にその町名、地番と通称名が

わかりにくい状態になっているところがございま

す。このことにつきましては、平成24年の第４回定

例会におきましても同僚議員から実際に町名や通称

名がよくわからない状態であることが指摘もされて

ございます。それから５年経過いたしまして、人口

流出、市営住宅の建設計画、町内会の運営状態など

環境も変わっていることから、この字豊里、字赤平

の地番改正を行い、新たな活力を生み出すというこ

とのお考えはないかお伺いをさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 町名と地番の見直しにつ

いてお答えをさせていただきます。 

 字名地番改正等による町名と地番の整備につきま

しては、わかりづらい地区名の解消を図るため、昭

和56年度から５カ年事業として全市的な規模で地番

の改正を行っておりますが、住友地区や赤間１から

３区は社有地ということもあり、今後の推移を見守

るとして当時は含めなかったものでございます。そ

の後、地番の整備事業には大変大きな財政負担が伴

いますことや戸籍等の公簿類の書きかえなど作業が

膨大であり、また住友地区の住宅の建てかえや空知

炭鉱跡地問題がありましたことなどから、これまで

検討課題としてきたところでございます。地番改正

ではありませんが、改善策の一つとしては、２年ほ

ど前に行った住民票の方書表示により、集合住宅等

についてはわかりやすい表示に変更もされていると

ころでございます。地番改正を行った当時とは、空

知炭鉱跡地取得後の豊丘南団地の宅地造成や住友福

栄地区の市営住宅整備などにより状況は変化してお

りますが、先ほども申し上げましたとおり事業には

多額の費用がかかる、その作業も膨大で事業を進め

るための職員配置など体制も必要となりますし、住

民票と職権で変更できるもののほか、住民の方が直

接行わなければならない手続も大変多くあることか

ら、地域の実情や意向を十分反映させた上で行わな

ければなりませんので、実施に当たっては慎重な検

討を要するものと思われますので、ご理解いただき

たくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ぜひ住民の方で

あったり、町内会の方たちともご相談、話し合いの

中でまたさらにちょっと問題が生じるようなことが

ありましたら、ぜひ対応、対策等していただきたい

なと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、大綱４に移らさせていただきます。

高齢者が安心して住める環境づくりについて、①、

高齢者世帯へのリフォーム助成の拡充についてお伺

いをさせていただきます。最近高齢者世帯住宅もふ

えまして、訪問した際に玄関先のレンガといったよ

うなものが壊れて崩れていたりであったりとか、ド

アのあけ閉めが難しくなっているであったりとか、

手すりがないと危険で歩けないだったりとかという

ようなところも何カ所か見受けられました。その中

で市内全域にはある程度浸透してきたと思われます

あんしん住宅助成事業でございますけれども、高齢

者世帯に対する周知がなかなか追いついていないこ

とが感じられました。そこで、改めて高齢者世帯向

けにリフォーム事業の制度があることの周知を図っ

ていただきたいというふうに思います。例えば玄関

先のバリアフリー化の工事や手すりを取りつけるこ

となどの工事も可能であるということの周知であっ
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たり、高齢者にわかりやすいそういった内容が書か

れているチラシを作成して配布するであったり、ま

た建設業界との連携もしまして、高齢者世帯に対し

てはわかりやすい説明を心がけるであったりとかの

支援体制の方法などもさらに工夫が必要だというふ

うに感じますが、この点につきましてはいかがでし

ょうか。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 高齢者世帯へのリフォ

ーム住宅助成の拡充についてお答えをいたします。 

 あんしん住宅助成事業は、安心して長く赤平市に

暮らしていただけるようにと耐震改修工事、太陽光

発電システム設置、リフォーム工事、老朽住宅除却

工事につきまして平成22年５月より開始し、昨年度

までの７年間で総受け付け数503件、うちリフォー

ム工事は327件と６割強を占め、年平均受け付け件

数約47件となっております。リフォーム工事の内容

としましては、屋外では屋根、外壁の塗装や張りか

え、屋内では台所、トイレ、浴槽等の水回りのリフ

ォームが大半であります。市内のリフォーム施工業

者からもリフォームを迷っている方から助成金が出

るならとこの助成事業を活用し、リフォームを行っ

た方もいらっしゃるという情報もいただいておりま

す。しかしながら、広報等を通じて制度の内容を市

民の皆様にお伝えしてきましたが、余り細かな内容

を記載していないのが現状でわかりづらいこともあ

ったと思われます。今後は、リフォーム助成の内容

の中で高齢者でもわかりやすいよう具体的な説明内

容としまして玄関先の段差、敷居の段差解消のため

に施工するスロープ、屋外階段手すりや玄関ドアの

取りかえ、スムーズに開閉できるドアなどの改修、

上がりかまち、屋内に設ける手すりについても対象

になることを広報などでわかりやすく掲載をし、こ

の事業を市民の皆様方に利用されるよう努めてまい

ります。また、市内リフォーム施工業者にも改めて

説明を行い、今後の営業活動時に提案をしていただ

けるよう努めてまいりますので、ご理解いただきた

くお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 前向きなご答弁

いただきましたので、ぜひ今後の取り組みに期待さ

せていただきたく思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 ②の介護福祉事業所の労働者調査と対策について

お伺いをさせていただきます。昨年外国人の技能実

習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

が公布されました。これによりまして、経済連携の

協定に基づきますＥＰＡの介護福祉士に加えまし

て、介護現場への外国人の方の受け入れが拡大され

ることとなりました。今施行の段階に向けまして国

におきましても準備を進められている状態でござい

ますけれども、当市におきましても生産労働人口が

減りまして、さまざまな業種におきまして労働者の

確保が難しくなっている企業がある中で、特に今後

の高齢化率が増加をするといったことの流れの中で

介護福祉事業所の労働者不足が大変危惧されている

ところであると思います。今道東のほうにある民間

の介護福祉施設では、早い段階から外国人労働者を

求めまして、今では多くの外国人が言葉の壁なども

感じられないほどに働いている環境だということで

ございます。そして、近年では北海道内におきまし

ても外国人技能実習生受け入れを無償で紹介してく

れる事業所があるなどというところもあるようにな

ってございます。また、ほかの業種におきましても

今そういった海外に出向き、関係性を深める機会を

積極的につくるなどしているところもございますの

で、空知の中でも多くなってきてございます。赤平

の介護福祉施設の事業所というのは、小規模なとこ

ろもありますので、単独での外国人労働者の受け入

れ態勢というのは大変難しいことが予想されますけ

れども、例えば市で各事業所が連携し、外国人の対

応と働く場所の確保などの調整を図りまして、市全

体での受け入れ態勢をつくっていくといった、そん

なことを模索するべきときなのではないかというふ

うに考えます。まず初めに、各事業所の労働者調

査、その上での海外の視察希望や受け入れ態勢の検
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討会などもお考えいただきたく思うのですが、この

点につきましてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） お答えいたし

ます。 

 介護事業所における従事者の不足は、どの事業所

においても大きな共通課題となっています。労働力

調査として従事者の調査は行っていませんが、地域

密着型の施設への実地指導時の把握や毎月開催の介

護事業所従事者の研修会であります地域ケア会議に

おいても人材不足との話はよく伺っています。ま

た、事業所責任者等との話の中からもその実態が浮

かび上がっていますが、今後は事業所の協力を得な

がら労働力の調査の必要性と可能かを検討していき

たいと考えています。それら介護従事者の不足の解

消を図っていくため、社会福祉協議会と協力し、こ

の秋に介護従事者初任者研修の開催に向け現在準備

を進めているところであります。この研修は、従前

開催していたヘルパー養成研修とは異なり、訪問介

護ヘルパーだけではなく、介護施設における介護職

員の養成も行うカリキュラムとなっていることか

ら、介護施設の従事者としての基本を学ぶことがで

き、将来介護福祉士資格取得時には研修項目が一部

免除になることもありますので、即戦力の人材養成

が可能になっていくと思っております。市内では、

小規模事業所が多いことから、外国人労働者の招聘

は受け入れ態勢の整備としての住環境や日本語を学

ぶ環境、宗教上の慣習に対する対応などがあるこ

と、さらには一定期間内に資格を取得しなければな

らないことなど課題が大きく、なかなか踏み込めな

いとのことであり、まずは介護職員初任者研修によ

り介護職場へ就職する希望する方が少しでも多くふ

えることを期待するとのことであります。なお、介

護業務の外国人技能実習生としての受け入れに関し

ましては、国から技能実習に関する新法が昨年11月

に公布されたことによりまして、介護業務への外国

人技能実習生の受け入れが本年７月ごろから認可さ

れる見込みとなりましたので、受け入れについては

進んでいくものと思いますので、今後は国等からの

情報に注視し、事業者と協議しながら対応していき

たいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 これから多分そ

ういった取り組みというのがいろいろな地域でも多

くなってくるというふうに思うのですけれども、そ

れをどこでそういったことを調整するかというの

は、またさらなる問題かというふうに思うのですけ

れども、ぜひ当市としても実情に合った中でそうい

った方たちを求めていっていただきたいなと。その

窓口として、ぜひ行政のほうにもいろいろと考えを

先に先にご検討いただいておいていただきたいなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱５に移らさせていただきます。

青少年のスポーツ育成について、①、３世代でのス

ポーツ事業の可能性についてお伺いをさせていただ

きます。子供が運動不足になった原因として、スポ

ーツや外で遊ぶに不可欠な要素であります時間と空

間と仲間の３つの減少が考えられるということで文

部科学省のほうで公表していますが、また当市にお

きましても昨年赤間小学校、赤平中学校の全国体力

・運動能力、運動習慣等の調査の結果におきまして

は全国平均以上やほぼ同じレベルの内容もあったよ

うでございますけれども、脚力の低下が目立ってい

る部分もありました。子供の体力につきまして、さ

らに向上させる意識であったり習慣化の取り組みに

つきましては、北海道における冬期間のスポーツ対

策や人口の減少に伴う公共施設の休館や野外施設の

管理体制なども含め、環境整備も考えていくところ

が大切だというふうに考えます。そのような背景の

中におきまして、協議を整理して進めていただきた

い観点といたしまして、ただいま赤平では人口が減

少しているといった中で年代同士でのスポーツ競技

がなかなか難しいという現状があります。そして、

そのスポーツ競技を楽しめる環境も逆につくらなけ

ればいけないということが問題としてあります。そ
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こで、その世代を超えてスポーツ競技を楽しめる取

り組みの検討をぜひしていただけないかなというふ

うに思います。例えば３世代、子供、親、おじいち

ゃん、おばあちゃんといったその３世代にわたりま

して楽しめるスポーツ大会の実施ということでござ

います。そして、今こういった人口減少で各地域が

同じような問題を抱えている中で、この核家族化に

よって家族であったり地域のコミュニケーションが

不足しているという問題、そういった人口減少から

悪化しているその環境を克服する中におきましても

子供たちにスポーツの楽しさを伝える場を創出でき

るのではないかというふうに考えます。こういった

取り組みにおきましては、全国でも先行事例となる

のではないかなというふうに思います。さらに、そ

ういった世代を超えたスポーツ大会が定着していき

ましたら、他市からも呼び込める大きな大会を誘致

することができるなど、そのことが当市の経済効果

にまで発展していくといった可能性も膨らんでいく

のではないかなというふうに思います。このような

観点から、世代を超えました３世代でのスポーツ事

業の可能性につきまして、当市としてのお考えをお

聞かせいただきたく思います。よろしくお願いいた

します。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） ３世代でのスポー

ツ事業の可能性についてお答えをさせていただきま

す。 

 本市の現状といたしまして、10月開催のスマイル

ウオーキングにつきましては幼児から参加可能、11

月開催のスポーツ吹き矢による軽スポーツ大会につ

きましては小学生から参加可能となっており、３世

代が参加可能なスポーツ事業を実施しております。

しかし、現在は若年層世帯につきましては共働き世

帯が多くなっているため、家族で過ごす時間も限ら

れており、過去に親子マラソン大会を実施していた

時期もありましたが、参加者が少ないため中止した

という経過もございますが、今後も参加人数の結果

によっては種目の変更等も協議しながら幅広い年齢

層が参加できる事業を継続してまいりたいと考えて

おります。 

 また、青少年スポーツの育成に関しましては、現

在市内で行われている学校授業や部活動を含めたス

ポーツ種目にも限界があり、特定されております

が、一方では子供たちはいかなる潜在能力を持って

いるかわからないため、市内スポーツ関係の各種連

盟または大学、専門指導員などと協議をしながら新

たなスポーツ大会や講習などを実施することを優先

的に検討してまいりたいと思いますので、ご理解い

ただきますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 参加者の問題等

もあるというふうに思いますけれども、ぜひ今ご答

弁いただいたように前向きにご検討いただきたく思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 関連いたしまして、②に移らさせていただきま

す。全国・全道大会出場者の支援についてお伺いを

させていただきます。当市の子供が減少している中

でございますけれども、クラブ活動や部活動におき

まして種類が限られていることは現実的にうかがえ

ます。そこで、市外に自分のやりたい競技や文化活

動を求めて通う子供も多く見受けられるようになっ

ています。その中で活躍する子供たちでは、全道大

会、全国大会に出場するケースというものも多くな

ってきていまして、個人で選出されるわけですか

ら、当然に家族や親もともに応援しに行くといった

形になるわけです。それで、例えば他市の民間クラ

ブや団体に所属しているといたしましても、当市の

子供には変わりはないといった観点で当市からの支

援体制をご検討いただけないかといったところのお

伺いです。ここの中におきましては、赤平市の青少

年基金の見直しを図っていただけないかなというこ

とのご提案です。これまでは、この基金というのは

団体に対する助成がメーンでございましたけれど

も、今後は個人に対しても支援の幅を広げていただ

く余地はないのかということがこのたびお聞きした

いところでございます。よろしくお願いいたしま
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す。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 全国・全道大会出

場者の支援についてお答えさせていただきます。 

 青少年健全育成の施設及び事業資金に充てるため

赤平市青少年基金を設置しておりますが、この基金

の運用に関しましてはスポーツに限らずジュニアリ

ーダー養成事業や日本太鼓ジュニアコンクールなど

団体が実施し、参加する健全育成事業や文化活動事

業等に対して助成を行っております。そこで、スポ

ーツに関する上位大会出場に関しましては、全国大

会出場の際に対象経費の３分の２以内で限度額30万

円の交付を受けられることになっておりますが、赤

平市青少年基金条例施行規則ではあくまでも団体ま

たはグループを助成対象として、個人は対象となっ

ておりません。特に現在はスポーツ、文化、音楽等

数多くの民間主体の大会が開催されており、個人を

対象とした場合の助成額の確保や上位大会出場の把

握などさまざまな課題もございますので、市民代表

者６名で構成されている赤平市青少年基金運営委員

会におきまして、個人を助成対象とするか、対象と

する場合の大会等の範囲などについて協議してまい

りたいと思いますので、ご理解いただきますようお

願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 協議いただける

ということで大変期待をするところでございます。

子供に対する赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦

略の中におきましては、若者が安心して子供を産み

育てられる地域ということで、子供の支援の対策に

おきましては何点か挙げられてはいるのですけれど

も、具体的にスポーツの環境づくりにおきましては

さらにつけ加えていただきたい観点だったかなとい

うことで提案をさせていただきました。 

 以上、私からの質問を終えさせていただきたいと

思いますけれども、このたびまたさらに新しい方向

性の提案を多くさせていただきました。その中で

は、大変前向きにご答弁をいただいた内容もござい

ましたので、今後の明るい赤平の方向性を期待しな

がら今後さらに私も注力させていただきたいと思い

ます。 

 以上で一般質問を終わらさせていただきます。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時０６分 散 会） 
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